
(月)

県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

21 三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び
県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部を改正す
る条例

( 同 ) 52

19 三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一
部を改正する条例

( 県 議 会 ) 47

( 同 ) 41

18 三重県工業用水道条例の一部を改正する条例

伊勢茶に親しむ暮らし推進条例

46

2

(国民健康保険課)

12

14

20

5

( 同 ) 48

16 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例

( 人 事 課 )

3 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例

(子どもの育ち支援
課)

三重県卸売市場条例の一部を改正する条例

三重県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

三重県環境影響評価条例の一部を改正する条例

三重県手数料条例の一部を改正する条例

( 建 築 開 発 課 )

(地球温暖化対策課)

号　外三重県公報
令和8年3月23日

(森林・林業経営課)

条 例

4三重県県行造林Ｊ－クレジット基金条例

9

5 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部
を改正する条例

(デジタル改革推進
課)

13

14

4 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

6 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例

11

三重県県税条例等の一部を改正する条例

三重県国民健康保険条例の一部を改正する条例

21

( 税 務 企 画 課 ) 27

( 食 品 安 全 課 ) 30

7

8

9

10

18

三重県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例 ( 同 ) 20

(子どもの育ち支援
課)

公立学校職員定数条例の一部を改正する条例 ( 教 育 委 員 会 ) 39

33

三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例 ( 同 )

13

( 病 院 事 業 庁 ) 44

(農産物安全・流通
課)

37

15

38

( 企 業 庁 )

17 三重県病院事業条例の一部を改正する条例

 

公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県県行造林Ｊ－クレジット基金条例（条例第 2 号） 

1  県行造林に由来するＪ－クレジットの販売収入を活用し、県行造林の健全な運営をはじめとする森

林資源の造成及び林野の保全に要する経費の財源に充てるため、三重県県行造林Ｊ－クレジット基金

を設置することとしました。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（条例第 3 号） 

1  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行等に鑑み、関係条例の規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 
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◎ 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第 4 号） 

1  地方自治法第 252 条の 17 の 2 第 1 項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処

理することについて改正を行うこととしました。 

2  この条例は、令和 8 年 8 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例（条例第 5 号） 

1  行政手続における利便性の向上及び事務の効率化を図るため、添付書面等の省略についての規定を

整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 6 号） 

1  令和 7 年 12 月 16 日付けの三重県特別職報酬等審議会の答申等に鑑み、特別職に属する職員等の給

料及び報酬の額の改定を行うこととしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日（一部同年 10 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県国民健康保険条例の一部を改正する条例（条例第 7 号） 

1  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部改正に鑑み、子ども・子育て支援納付金

に係る規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例（条例第 8 号） 

1  前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に鑑み、拠出

率の規定等を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県手数料条例の一部を改正する条例（条例第 9 号） 

1  児童福祉法の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日（一部同年 5 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県県税条例等の一部を改正する条例（条例第 10 号） 

1  公益信託に関する法律の施行等に鑑み、公益信託に関する規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 9 年 1 月 1 日及び令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（条例第 11 号） 

1  食品衛生法施行規則の一部改正に鑑み、営業施設基準の規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県環境影響評価条例の一部を改正する条例（条例第 12 号） 

1  海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部改正等に鑑

み、知事が意見を述べる場合の手続の規定等を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日（一部環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日）から施行

することとしました。 

 

◎ 三重県卸売市場条例の一部を改正する条例（条例第 13 号） 

1  卸売市場法の一部改正に鑑み、手数料に関する経過措置の規定を整備することとしました。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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◎ 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例（条例第 14 号） 

1  卸売市場法の一部改正に鑑み、公表に関する規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例（条例第 15 号） 

1  令和 8 年度における公立学校の児童生徒数の増減による教職員定数の変動等に伴い、公立学校職員

の定数の改正を行うこととしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例（条例第 16 号） 

1  県立高等学校の授業料の納付制度並びに配置及び規模の適正化を図るため、授業料の納付時期並び

に名称、位置及び設置課程に関する規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県病院事業条例の一部を改正する条例（条例第 17 号） 

1  所要経費の変動等に鑑み、県立病院における使用料及び手数料の額を改定することとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県工業用水道条例の一部を改正する条例（条例第 18 号） 

1  工業用水道事業の円滑な維持運営を図るため、工業用水の基本料金等の単価を改定することとしま

した。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 19

号） 

1  令和 7 年 12 月 16 日付けの三重県特別職報酬等審議会の答申に鑑み、三重県議会議員の議員報酬の

額の改定を行うこととしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 伊勢茶に親しむ暮らし推進条例（条例第 20 号） 

1  伊勢茶に親しむ暮らしの推進を図り、もって伊勢茶の振興に寄与するため、伊勢茶の普及の促進及

び伊勢茶に親しむ機会の確保に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、計

画の策定その他の必要な事項を定めることとしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び県の出資法人への関わり方の基

本的事項を定める条例の一部を改正する条例（条例第 21 号） 

1  公益信託に関する法律の施行等に鑑み、公益信託に係る許可等の手続等についての規定を削る等の

改正を行うこととしました。 

2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行することとしました。 

 

 

 

条 例 
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 児 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す

る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  
令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 三 号  

児 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例  

 

䥹 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 要 件 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 一 条  幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 要 件 等 に 関 す る 条 例 䥹 平 成 十

八 年 三 重 県 条 例 第 六 十 八 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 認 定 こ ど も 園 の 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 䥺  
䥹 認 定 こ ど も 園 の 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 䥺  

第 三 条  認 定 こ ど も 園 の 施 設 の 設 備 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 は 䣍 次 の と お り と す る 䣎  

第 三 条  認 定 こ ど も 園 の 施 設 の 設 備 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 は 䣍 次 の と お り と す る 䣎  

一  䥹 略 䥺  一  䥹 略 䥺  

二  職 員 資 格  二  職 員 資 格  

イ  前 号 イ の 規 定 に よ り 認 定 こ ど も 園

に 置 か な け れ ば な ら な い 職 員 の う ち

満 三 歳 未 満 の 子 ど も の 保 育 に 従 事 す

る 者 は 䣍 保 育 士 䥹 児 童 福 祉 法 第 十 八 条

の 四 に 規 定 す る 保 育 士 又 は 三 重 県 の

区 域 に 係 る 同 法 第 十 八 条 の 二 十 九 に

規 定 す る 地 域 限 定 保 育 士 を い う 䣎 以 下

こ の 号 に お い て 同 じ 䣎 䥺 の 資 格 を 有 す

る 者 で な け れ ば な ら な い 䣎  

イ  前 号 イ の 規 定 に よ り 認 定 こ ど も 園

に 置 か な け れ ば な ら な い 職 員 の う ち

満 三 歳 未 満 の 子 ど も の 保 育 に 従 事 す

る 者 は 䣍 保 育 士 䥹 児 童 福 祉 法 第 十 八 条

の 四 に 規 定 す る 保 育 士 を い う 䣎 以 下 こ

の 号 に お い て 同 じ 䣎 䥺 の 資 格 を 有 す る

者 で な け れ ば な ら な い 䣎  

ロ 䦅 ホ  䥹 略 䥺  ロ 䦅 ホ  䥹 略 䥺  

三 䦅 七  䥹 略 䥺  三 䦅 七  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 二 条  三 重 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 䥹 平 成 二 十 四 年 三

重 県 条 例 第 六 十 五 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

目 次  目 次  

第 一 章 䦅 第 十 四 章  䥹 略 䥺  第 一 章 䦅 第 十 四 章  䥹 略 䥺  

第 十 五 章  里 親 支 援 セ ン タ 䤀 䥹 第 九 十 六 条 第 十 五 章  里 親 支 援 セ ン タ 䤀 䥹 第 九 十 六 条
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― 第 百 一 条 䥺  ― 第 百 条 䥺  
第 十 六 章  雑 則 䥹 第 百 二 条 䥺  第 十 六 章  雑 則 䥹 第 百 一 条 䥺  

附 則  附 則  

䥹 職 員 䥺  䥹 職 員 䥺  

第 四 十 五 条  保 育 所 に は 䣍 保 育 士 䥹 三 重 県 の

区 域 に 係 る 法 第 十 八 条 の 二 十 九 に 規 定 す

る 地 域 限 定 保 育 士 を 含 む 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 䣍

嘱 託 医 及 び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な

い 䣎 た だ し 䣍 調 理 業 務 の 全 部 を 委 託 す る 施

設 に あ 䣬 て は 䣍 調 理 員 を 置 か な い こ と が で

き る 䣎  

第 四 十 五 条  保 育 所 に は 䣍 保 育 士 䣍 嘱 託 医 及

び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 䣎 た だ

し 䣍 調 理 業 務 の 全 部 を 委 託 す る 施 設 に あ 䣬

て は 䣍 調 理 員 を 置 か な い こ と が で き る 䣎  

２  䥹 略 䥺  ２  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 䣍 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条

例 の 一 部 改 正 䥺  

第 三 条  三 重 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 䣍 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め

る 条 例 䥹 平 成 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 従 業 者 䥺  䥹 従 業 者 䥺  

第 六 条  指 定 児 童 発 達 支 援 の 事 業 を 行 う 者

䥹 以 下 䣓 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 䣔 と い

う 䣎 䥺 が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 䥹 以 下 䣓 指

定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 䣔 と い う 䣎 䥺 䥹 児 童

発 達 支 援 セ ン タ 䤀 で あ る も の を 除 く 䣎 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 に 置 く べ き 従 業 者

は 䣍 次 に 掲 げ る と お り と す る 䣎  

第 六 条  指 定 児 童 発 達 支 援 の 事 業 を 行 う 者

䥹 以 下 䣓 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 䣔 と い

う 䣎 䥺 が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 䥹 以 下 䣓 指

定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 䣔 と い う 䣎 䥺 䥹 児 童

発 達 支 援 セ ン タ 䤀 で あ る も の を 除 く 䣎 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 に 置 く べ き 従 業 者

は 䣍 次 に 掲 げ る と お り と す る 䣎  

一  児 童 指 導 員 䥹 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 䥹 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省

令 第 六 十 三 号 䥺 第 二 十 一 条 第 六 項 に 規 定

す る 児 童 指 導 員 を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 又

は 保 育 士 䥹 三 重 県 の 区 域 に 係 る 法 第 十 八

条 の 二 十 九 に 規 定 す る 地 域 限 定 保 育 士

を 含 む 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺  

一  児 童 指 導 員 䥹 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 䥹 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省

令 第 六 十 三 号 䥺 第 二 十 一 条 第 六 項 に 規 定

す る 児 童 指 導 員 を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 又

は 保 育 士  

二  䥹 略 䥺  二  䥹 略 䥺  

２ 䦅 ７  䥹 略 䥺  ２ 䦅 ７  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 人 員 䣍 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部

改 正 䥺  

第 四 条  三 重 県 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 人 員 䣍 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 䥹 平
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成 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 二 十 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

第 五 条  指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 に 置 く

べ き 従 業 者 は 䣍 次 に 掲 げ る と お り と す る 䣎 

第 五 条  指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 に 置 く

べ き 従 業 者 は 䣍 次 に 掲 げ る と お り と す る 䣎

た だ し 䣍 四 十 人 以 下 の 障 害 児 を 入 所 さ せ る

指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 に あ 䣬 て は 第

四 号 の 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 䣍 調 理 業 務

の 全 部 を 委 託 す る 指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所

施 設 に あ 䣬 て は 第 五 号 の 調 理 員 を 置 か な

い こ と が で き る 䣎  

た だ し 䣍 四 十 人 以 下 の 障 害 児 を 入 所 さ せ る

指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 に あ 䣬 て は 第

四 号 の 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 䣍 調 理 業 務

の 全 部 を 委 託 す る 指 定 福 祉 型 障 害 児 入 所

施 設 に あ 䣬 て は 第 五 号 の 調 理 員 を 置 か な

い こ と が で き る 䣎  

一 ・ 二  䥹 略 䥺  一 ・ 二  䥹 略 䥺  

三  児 童 指 導 員 䥹 児 童 の 生 活 指 導 を 行 う 者

を い う 䣎 第 三 十 六 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 及

び 保 育 士 䥹 三 重 県 の 区 域 に 係 る 法 第 十 八

条 の 二 十 九 に 規 定 す る 地 域 限 定 保 育 士

を 含 む 䣎 第 三 十 六 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺  

三  児 童 指 導 員 䥹 児 童 の 生 活 指 導 を 行 う 者

を い う 䣎 第 三 十 六 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 及

び 保 育 士  

四 䦅 六  䥹 略 䥺  四 䦅 六  䥹 略 䥺  

２ 䦅 ４  䥹 略 䥺  ２ 䦅 ４  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 五 条  三 重 県 一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 䥹 令 和 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 職 員 䥺  䥹 職 員 䥺  

第 十 九 条  一 時 保 護 施 設 に は 䣍 児 童 指 導 員

䥹 児 童 の 生 活 指 導 を 行 う 者 を い う 䣎 次 項 及

び 第 二 十 二 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 䣍 嘱 託 医 䣍

看 護 師 䣍 保 育 士 䥹 三 重 県 の 区 域 に 係 る 法 第

十 八 条 の 二 十 九 に 規 定 す る 地 域 限 定 保 育

士 を 含 む 䣎 次 項 に お い て 同 じ 䣎 䥺 䣍 心 理 療

法 担 当 職 員 䣍 個 別 対 応 職 員 䣍 学 習 指 導 員 䣍

栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 及 び 調 理 員 を 置 か

な け れ ば な ら な い 䣎 た だ し 䣍 児 童 十 人 以 下

を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ 䣬 て は 個

別 対 応 職 員 を 䣍 学 習 指 導 を 委 託 す る 一 時 保

護 施 設 に あ 䣬 て は 学 習 指 導 員 を 䣍 児 童 四 十

第 十 九 条  一 時 保 護 施 設 に は 䣍 児 童 指 導 員

䥹 児 童 の 生 活 指 導 を 行 う 者 を い う 䣎 次 項 及

び 第 二 十 二 条 に お い て 同 じ 䣎 䥺 䣍 嘱 託 医 䣍

看 護 師 䣍 保 育 士 䣍 心 理 療 法 担 当 職 員 䣍 個 別

対 応 職 員 䣍 学 習 指 導 員 䣍 栄 養 士 又 は 管 理 栄

養 士 及 び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 䣎

た だ し 䣍 児 童 十 人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保

護 施 設 に あ 䣬 て は 個 別 対 応 職 員 を 䣍 学 習 指

導 を 委 託 す る 一 時 保 護 施 設 に あ 䣬 て は 学

習 指 導 員 を 䣍 児 童 四 十 人 以 下 を 入 所 さ せ る

一 時 保 護 施 設 に あ 䣬 て は 栄 養 士 又 は 管 理

栄 養 士 を 䣍 調 理 業 務 の 全 部 を 委 託 す る 施 設
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人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ 䣬

て は 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 䣍 調 理 業 務 の

全 部 を 委 託 す る 施 設 に あ 䣬 て は 調 理 員 を

置 か な い こ と が で き る 䣎  

に あ 䣬 て は 調 理 員 を 置 か な い こ と が で き

る 䣎  

２ 䦅 ４  䥹 略 䥺  ２ 䦅 ４  䥹 略 䥺  

附  則  

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 䣎  
令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 四 号  

   三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 䥹 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

別 表 第 二 䥹 第 二 条 関 係 䥺  別 表 第 二 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

 一 䦅 三 十 五  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    一 䦅 三 十 五  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 三 十 六  宅 地 造 成 及 び 特 定

盛 土 等 規 制 法 䥹 昭 和 三 十 六

年 法 律 第 百 九 十 一 号 䣎 以 下

こ の 項 に お い て 䣓 法 䣔 と い

う 䣎 䥺 に 基 づ く 次 に 掲 げ る

事 務 䥹 法 第 十 五 条 第 二 項

の 規 定 に よ り 法 第 十 二 条

第 一 項 の 許 可 を 受 け た も

の と み な さ れ る 工 事 又 は

法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 法 第 三 十 条 第 一

項 の 許 可 を 受 け た も の と

み な さ れ る 工 事 に 係 る も

の に 限 る 䣎 䥺  

四 日 市 市 及

び 桑 名 市  

     

 イ  法 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 中 間 検 査  

      

 ロ  法 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 中 間 検 査 合

格 証 の 交 付  

      

 ハ  法 第 十 九 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 定 期 の 報 告

の 受 理  

      

 ニ  法 第 二 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 工 事 の 施 行

の 停 止 の 命 令 及 び 災 害

防 止 措 置 の 命 令 䥹 法 第 十
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八 条 第 一 項 の 中 間 検 査

及 び 法 第 十 九 条 第 一 項

の 定 期 の 報 告 に 係 る も

の に 限 る 䣎 ホ か ら ヲ ま で

に お い て 同 じ 䣎 䥺  

 ホ  法 第 二 十 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 土 地 の 使 用

の 禁 止 及 び 制 限 並 び に

災 害 防 止 措 置 の 命 令  

      

 へ  法 第 二 十 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 工 事 の 施 行

の 停 止 の 命 令 及 び 作 業

の 停 止 の 命 令  

      

 ト  法 第 二 十 条 第 五 項 䥹 法

第 二 十 三 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 䣎 䥺 の 規 定 に よ る 災 害

防 止 措 置 の 実 施 及 び 公

告  

      

 チ  法 第 二 十 条 第 六 項 䥹 法

第 二 十 三 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 䣎 䥺 の 規 定 に よ り 負 担

さ せ る 災 害 防 止 措 置 に

要 し た 費 用 の 徴 収  

      

 リ  法 第 二 十 二 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 擁 壁 等 の

設 置 又 は 改 造 そ の 他 必

要 な 措 置 の 勧 告  

      

 ヌ  法 第 二 十 三 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 に よ

る 工 事 の 実 施 の 命 令  

      

 ル  法 第 二 十 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 立 入 検 査  

      

 ヲ  法 第 二 十 五 条 の 規 定

に よ る 報 告 の 徴 取  

      

 ワ  法 第 三 十 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 中 間 検 査  

      

 カ  法 第 三 十 七 条 第 二 項       
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の 規 定 に よ る 中 間 検 査

合 格 証 の 交 付  

 ヨ  法 第 三 十 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 定 期 の 報

告 の 受 理  

      

 タ  法 第 三 十 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 工 事 の 施

行 の 停 止 の 命 令 及 び 災

害 防 止 措 置 の 命 令 䥹 法

第 三 十 七 条 第 一 項 の 中

間 検 査 及 び 法 第 三 十 八

条 第 一 項 の 定 期 の 報 告

に 係 る も の に 限 る 䣎 レ か

ら ウ ま で に お い て 同

じ 䣎 䥺  

      

 レ  法 第 三 十 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 土 地 の 使

用 の 禁 止 及 び 制 限 並 び

に 災 害 防 止 措 置 の 命 令  

      

 ソ  法 第 三 十 九 条 第 四 項

の 規 定 に よ る 工 事 の 施

行 の 停 止 の 命 令 及 び 作

業 の 停 止 の 命 令  

      

 ツ  法 第 三 十 九 条 第 五 項

䥹 法 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 䣎 䥺 の 規 定 に よ る

災 害 防 止 措 置 の 実 施 及

び 公 告  

      

 ネ  法 第 三 十 九 条 第 六 項

䥹 法 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 䣎 䥺 の 規 定 に よ り

負 担 さ せ る 災 害 防 止 措

置 に 要 し た 費 用 の 徴 収  

      

 ナ  法 第 四 十 一 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 擁 壁 等 の

設 置 又 は 改 造 そ の 他 必

要 な 措 置 の 勧 告  
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 ラ  法 第 四 十 二 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 に よ

る 工 事 の 実 施 の 命 令  

      

 ム  法 第 四 十 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 立 入 検 査  

      

 ウ  法 第 四 十 四 条 の 規 定

に よ る 報 告 の 徴 取  

      

  

附 則     

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  
令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 五 号  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 䥹 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例

第 四 十 三 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

第 七 条  䥹 略 䥺  第 七 条  䥹 略 䥺  

䥹 添 付 書 面 等 の 省 略 䥺   

第 七 条 の 二  申 請 等 を す る 者 に 係 る 住 民 票

の 写 し 䣍 登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 の 規 則 で 定

め る 書 面 等 で あ 䣬 て 当 該 申 請 等 に 関 す る

他 の 条 例 等 の 規 定 に お い て 当 該 申 請 等 に

際 し 添 付 す る こ と が 規 定 さ れ て い る も の

に つ い て は 䣍 当 該 条 例 等 の 規 定 に か か わ ら

ず 䣍 県 の 機 関 等 が 䣍 当 該 申 請 等 を す る 者 が

行 う 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し た 個 人 番

号 カ 䤀 ド の 利 用 そ の 他 の 措 置 で あ 䣬 て 当

該 書 面 等 の 区 分 に 応 じ 規 則 で 定 め る も の

に よ り 䣍 直 接 に 䣍 又 は 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 し て 䣍 当 該 書 面 等 に よ り 確 認 す べ き 事

項 に 係 る 情 報 を 入 手 し 䣍 又 は 参 照 す る こ と

が で き る 場 合 に は 䣍 添 付 す る こ と を 要 し な

い 䣎  

 

附 則  

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 し ま す 䣎  
令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 六 号  

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 䥹 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 一 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 䥹 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 条 例 第 五 十 三

号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 給 料 䥺  䥹 給 料 䥺  

第 一 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 の 額 は 䣍 次 の

と お り と す る 䣎  

第 一 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 の 額 は 䣍 次 の

と お り と す る 䣎  

知 事  月 額  百 三 十 三 万 四 千 円  知 事  月 額  百 三 十 万 円  

副 知 事  月 額  百 五 万 二 千 円  副 知 事  月 額  百 二 万 五 千 円  

 䥹 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 二 条  三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 䥹 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 号 䥺

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 給 料 䥺  䥹 給 料 䥺  

第 二 条  教 育 長 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 八 十 四 万

二 千 円 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

第 二 条  教 育 長 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 八 十 二 万

一 千 円 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

 䥹 常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 三 条  常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 䥹 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第

五 十 四 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 給 料 䥺  䥹 給 料 䥺  

第 一 条  常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 䥹 以 下 䣓 委 員 䣔

と い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 六 十 九 万 円

の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

第 一 条  常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 䥹 以 下 䣓 委 員 䣔

と い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 六 十 七 万 三

千 円 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

 䥹 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 四 条  識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 䥹 昭 和 二 十 二
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年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 給 料 䥺  䥹 給 料 䥺  

第 一 条  識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 䣍 選 任 さ

れ た 常 勤 の 監 査 委 員 䥹 以 下 䣓 常 勤 の 監 査 委

員 䣔 と い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 六 十 九

万 円 の 範 囲 内 で 知 事 が こ れ を 定 め る 䣎  

第 一 条  識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 䣍 選 任 さ

れ た 常 勤 の 監 査 委 員 䥹 以 下 䣓 常 勤 の 監 査 委

員 䣔 と い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 六 十 七

万 三 千 円 の 範 囲 内 で 知 事 が こ れ を 定 め る 䣎

 䥹 公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 五 条  公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 䥹 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 五 十 九 号 䥺 の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 給 料 䥺  䥹 給 料 䥺  

第 一 条  公 営 企 業 管 理 者 䥹 以 下 䣓 管 理 者 䣔 と

い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 八 十 四 万 二 千

円 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

第 一 条  公 営 企 業 管 理 者 䥹 以 下 䣓 管 理 者 䣔 と

い う 䣎 䥺 の 給 料 の 額 は 䣍 月 額 八 十 二 万 一 千

円 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め る 䣎  

 䥹 特 別 職 に 属 す る 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 六 条  特 別 職 に 属 す る 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 䥹 昭 和 三 十 六 年 三 重

県 条 例 第 三 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

  別 表 を 次 の よ う に 改 め る 䣎  

 別 表 䥹 第 二 条 䣍 第 三 条 関 係 䥺  

区 分    報 酬 額   旅 費 額   

教 育 委 員 会 の 委 員  

月 額  六 七 䣍 〇 〇 〇 円  知 事 及 び 副

知 事 の 旅 費

相 当 額  

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円  

選 挙 管 理 委 員 会 の 委 員  

委 員 長  

月 額  六 七 䣍 〇 〇 〇 円  

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  五 九 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

人 事 委 員 会 の 委 員  

委 員 長  

月 額  六 七 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  五 九 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   
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公 安 委 員 会 の 委 員  

委 員 長  

月 額  七 四 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  六 三 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

 

会 長  

月 額  六 七 䣍 〇 〇 〇 円   

 日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

労 働 委 員 会 の 委 員  公 益 委 員  

月 額  六 一 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

 

そ の 他 の 委 員  

月 額  五 九 䣍 〇 〇 〇 円   

 日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

監 査 委 員  

識 見 を 有 す る 者

か ら の 選 任 委 員  
月 額  七 九 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

議 会 選 出 委 員  

月 額  五 九 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

収 用 委 員 会 の 委 員 及 び 予 備 委

員  

会 長  

月 額  三 〇 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  二 六 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

予 備 委 員  日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 の 委 員  

会 長  

月 額  四 一 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  三 六 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 の 委 員  

会 長  

月 額  二 二 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

委 員  

月 額  一 八 䣍 〇 〇 〇 円   

日 額  二 一 䣍 〇 〇 〇 円   

地 方 自 治 法 䥹 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 䥺 第 百

三 十 八 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 設 置 さ れ る  

日 額 二 二 䣍 〇 〇 〇 円 以 内

で 予 算 の 範 囲 内 に お い  
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附 属 機 関 の 委 員 そ の 他 の 構 成 員  て 知 事 が 定 め る 額   

そ の 他  

日 額 二 〇 䣍 〇 〇 〇 円 以 内

又 は 月 額 二 二 〇 䣍 〇 〇 〇

円 以 内 で 予 算 の 範 囲 内

に お い て 知 事 が 定 め る

額  

一 般 職 に 属

す る 県 職 員

の 旅 費 相 当

額  

附 則     

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎 た だ し 䣍 第 一 条 の 規 定 䥹 第 一 条 中 䣓 百 三

十 万 円 䣔 を 䣓 百 三 十 三 万 四 千 円 䣔 に 改 め る 部 分 に 限 る 䣎 䥺 は 䣍 同 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 七 号  

   三 重 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 国 民 健 康 保 険 条 例 䥹 平 成 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 八 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

目 次  

第 一 章 䦅 第 三 章  䥹 略 䥺  

第 四 章  国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 䥹 第 六

条 ― 第 二 十 四 条 䥺  

第 五 章  財 政 安 定 化 基 金 䥹 第 二 十 五 条 ・ 第

二 十 六 条 䥺  

第 六 章  雑 則 䥹 第 二 十 七 条 䥺  

附 則  

目 次  

第 一 章 䦅 第 三 章  䥹 略 䥺  

第 四 章  国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 䥹 第 六

条 ― 第 二 十 条 䥺  
第 五 章  財 政 安 定 化 基 金 䥹 第 二 十 一 条 ・ 第

二 十 二 条 䥺  

第 六 章  雑 則 䥹 第 二 十 三 条 䥺  

附 則  

䥹 趣 旨 䥺  䥹 趣 旨 䥺  

第 一 条  県 が 行 う 国 民 健 康 保 険 に つ い て は 䣍

国 民 健 康 保 険 法 䥹 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九

十 二 号 䣎 以 下 䣓 法 䣔 と い う 䣎 䥺 䣍 国 民 健 康

保 険 法 施 行 令 䥹 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 六

十 二 号 䣎 以 下 䣓 施 行 令 䣔 と い う 䣎 䥺 䣍 国 民

健 康 保 険 の 国 庫 負 担 金 等 の 算 定 に 関 す る

政 令 䥹 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 四 十 一 号 䣎 以 下

䣓 算 定 政 令 䣔 と い う 䣎 䥺 及 び 国 民 健 康 保 険

保 険 給 付 費 等 交 付 金 䣍 国 民 健 康 保 険 事 業 費

納 付 金 䣍 財 政 安 定 化 基 金 及 び 標 準 保 険 料 率

に 関 す る 省 令 䥹 平 成 二 十 九 年 厚 生 労 働 省 令

第 百 十 一 号 䥺 そ の 他 法 令 に 定 め が あ る も の

の ほ か 䣍 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 䣎
第 一 条  県 が 行 う 国 民 健 康 保 険 に つ い て は 䣍

国 民 健 康 保 険 法 䥹 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九

十 二 号 䣎 以 下 䣓 法 䣔 と い う 䣎 䥺 䣍 国 民 健 康

保 険 法 施 行 令 䥹 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 六

十 二 号 䣎 以 下 䣓 施 行 令 䣔 と い う 䣎 䥺 䣍 国 民

健 康 保 険 の 国 庫 負 担 金 等 の 算 定 に 関 す る

政 令 䥹 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 四 十 一 号 䣎 以 下

䣓 算 定 政 令 䣔 と い う 䣎 䥺 及 び 国 民 健 康 保 険

保 険 給 付 費 等 交 付 金 䣍 国 民 健 康 保 険 事 業 費

納 付 金 及 び 標 準 保 険 料 率 に 関 す る 省 令 䥹 平

成 二 十 九 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 十 一 号 䥺 そ の

他 法 令 に 定 め が あ る も の の ほ か 䣍 こ の 条 例

の 定 め る と こ ろ に よ る 䣎  

第 二 十 条  䥹 略 䥺  第 二 十 条  䥹 略 䥺  

䥹 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付 金 所 得 係

数 䥺  

第 二 十 一 条  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付

金 所 得 係 数 は 䣍 県 に 係 る 第 一 号 に 掲 げ る 額

を 第 二 号 に 掲 げ る 額 で 除 し て 得 た 数 を 基
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準 と し て 知 事 が 定 め る 数 と す る 䣎  
一  算 定 政 令 第 十 一 条 の 二 第 三 項 第 一 号

に 掲 げ る 額  

二  算 定 政 令 第 十 一 条 の 二 第 三 項 第 二 号

に 掲 げ る 額  

䥹 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付 金 所 得 等

割 合 䥺  

第 二 十 二 条  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付

金 所 得 等 割 合 は 䣍 各 市 町 に つ き 䣍 当 該 市 町

に 係 る 算 定 政 令 第 十 一 条 の 二 第 四 項 第 一

号 に 掲 げ る 数 と す る 䣎  

䥹 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付 金 被 保 険

者 数 等 割 合 䥺  

第 二 十 三 条  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付

金 被 保 険 者 数 等 割 合 は 䣍 各 市 町 に つ き 䣍 当

該 市 町 に 係 る 算 定 政 令 第 十 一 条 の 二 第 五

項 第 二 号 に 掲 げ る 数 と す る 䣎  

䥹 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付 金 被 保 険

者 均 等 割 指 数 䥺  

第 二 十 四 条  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 納 付

金 被 保 険 者 均 等 割 指 数 は 䣍 零 を 超 え 䣍 か つ 䣍

一 未 満 の 数 で あ 䣬 て 䣍 知 事 が 定 め る 数 と す

る 䣎  

第 五 章  䥹 略 䥺  第 五 章  䥹 略 䥺  

第 二 十 五 条 䦅 第 二 十 七 条  䥹 略 䥺  第 二 十 一 条 䦅 第 二 十 三 条  䥹 略 䥺  

附  則  

１  こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

２  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 行 為 は 䣍 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に お い て も 行 う こ と が で

き る 䣎  
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 三 重 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 し ま す 䣎  
令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 八 号  

   三 重 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 三 重 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 䥹 平 成 二 十 年 三 重 県 条 例 第 一 号 䥺 の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 拠 出 率 䥺  䥹 拠 出 率 䥺  

第 二 条  前 期 高 齢 者 交 付 金 及 び 後 期 高 齢 者

医 療 の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令

䥹 平 成 十 九 年 政 令 第 三 百 二 十 五 号 䣎 以 下

䣓 政 令 䣔 と い う 䣎 䥺 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定

す る 基 礎 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率 を 標 準 と

し て 条 例 で 定 め る 割 合 は 䣍 零 と す る 䣎  

第 二 条  前 期 高 齢 者 交 付 金 及 び 後 期 高 齢 者

医 療 の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令

䥹 平 成 十 九 年 政 令 第 三 百 二 十 五 号 䣎 以 下

䣓 政 令 䣔 と い う 䣎 䥺 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定

す る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率 を 標 準 と し て

条 例 で 定 め る 割 合 は 䣍 十 万 分 の 四 十 一 と す

る 䣎  

２  政 令 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 子 ど も ・

子 育 て 支 援 納 付 金 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率

を 標 準 と し て 条 例 で 定 め る 割 合 は 䣍 零 と す

る 䣎  

 

 䥹 積 立 て 䥺   䥹 積 立 て 䥺  

第 三 条  䥹 略 䥺  第 三 条  䥹 略 䥺  

２  特 定 期 間 の 各 年 度 に お け る 県 の 負 担 額

は 䣍 政 令 第 十 九 条 第 六 項 の 規 定 に 従 䣬 て 算

定 す る も の と し 䣍 毎 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出

予 算 䥹 以 下 䣓 予 算 䣔 と い う 䣎 䥺 で 定 め る 䣎
２  特 定 期 間 の 各 年 度 に お け る 県 の 負 担 額

は 䣍 政 令 第 十 九 条 第 五 項 の 規 定 に 従 䣬 て 算

定 す る も の と し 䣍 毎 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出

予 算 䥹 以 下 䣓 予 算 䣔 と い う 䣎 䥺 で 定 め る 䣎 

 䥹 拠 出 金 䥺   䥹 拠 出 金 䥺  

第 四 条  特 定 期 間 に お い て 広 域 連 合 か ら 徴

収 す る 拠 出 金 の 額 の 算 定 に つ い て は 䣍 政 令

第 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に 従 䣬 て 算 定 す る

も の と し 䣍 毎 年 度 予 算 で 定 め る 䣎  

第 四 条  特 定 期 間 に お い て 広 域 連 合 か ら 徴

収 す る 拠 出 金 の 額 の 算 定 に つ い て は 䣍 政 令

第 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に 従 䣬 て 算 定 す る

も の と し 䣍 毎 年 度 予 算 で 定 め る 䣎  

２ ・ ３  䥹 略 䥺  ２ ・ ３  䥹 略 䥺  

附 則     

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 九 号  

   三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 手 数 料 条 例 䥹 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

 

項  

手 数 料 を 徴

収 す る 事 務  

手 数 料 の 名 称  

手 数 料

の 金 額  

  

項  

手 数 料 を 徴

収 す る 事 務  

手 数 料 の 名 称  

手 数 料

の 金 額  

 

 一 䦅

四 十

四 の

四  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    一 䦅

四 十

四 の

四  
䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 四 十

四 の

五  

児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二

十 一 条 の 規

定 に 基 づ く

内 閣 府 令 の

規 定 に よ る

保 育 士 試 験

の 全 部 の 免

除 の 申 請 に

対 す る 審 査  

保 育 士 試 験 免

除 申 請 審 査 手

数 料  

二 千 四

百 円  

  四 十

四 の

五  

児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二

十 一 条 の 規

定 に 基 づ く

厚 生 労 働 省

令 の 規 定 に

よ る 保 育 士

試 験 の 全 部

の 免 除 の 申

請 に 対 す る

審 査  

保 育 士 試 験 免

除 申 請 審 査 手

数 料  

二 千 四

百 円  

 

 四 十

四 の

六  

児 童 福 祉 法

第 十 八 条 の

二 十 八 第 一

項 の 規 定 に

基 づ く 地 域

限 定 保 育 士

試 験 の 実 施  

地 域 限 定 保 育

士 試 験 手 数 料  

一 万 二

千 七 百

円  

       

 四 十

四 の

七  

児 童 福 祉 法

第 十 八 条 の

二 十 八 第 一

項 の 規 定 に  

地 域 限 定 保 育

士 登 録 手 数 料  

四 千 二

百 円  
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  基 づ く 地 域

限 定 保 育 士

の 登 録 の 申

請 に 対 す る

審 査  

         

 四 十

四 の

八  

児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二

十 条 の 六 に

お い て 読 み

替 え て 準 用

す る 同 令 第

十 七 条 第 一

項 の 規 定 に

基 づ く 地 域

限 定 保 育 士

登 録 証 の 書

換 え 交 付  

地 域 限 定 保 育

士 登 録 証 書 換

え 交 付 手 数 料  

千 六 百

円  

       

 四 十

四 の

九  

児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二

十 条 の 六 に

お い て 読 み

替 え て 準 用

す る 同 令 第

十 八 条 第 一

項 の 規 定 に

基 づ く 地 域

限 定 保 育 士

登 録 証 の 再

交 付  

地 域 限 定 保 育

士 登 録 証 再 交

付 手 数 料  

千 百 円         

 

 

四 十

四 の

十  

児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二

十 一 条 の 規

定 に 基 づ く

内 閣 府 令 の

規 定 に よ る

地 域 限 定 保

育 士 試 験 の

全 部 の 免 除

の 申 請 に 対  

地 域 限 定 保 育

士 試 験 免 除 申

請 審 査 手 数 料  

二 千 四

百 円  
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  す る 審 査           

 四 十 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    四 十 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 五 䦅

百 三

十 七

の 四  

     五 䦅

百 三

十 七

の 四  

    

 百 三

十 七

の 五  

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 第 六

項 䥹 同 条 第 十

三 項 に お い

て 準 用 す る

場 合 を 含

む 䣎 䥺 に 規 定

す る 医 薬 品

等 の 製 造 の

適 合 性 調 査 䣍

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 の 七

の 二 第 三 項

に 規 定 す る

医 薬 品 等 の

製 造 の 適 合

性 の 確 認 又

は 医 薬 品 医

療 機 器 等 法

第 八 十 条 第

一 項 に 規 定

す る 輸 出 用

医 薬 品 等 の

製 造 の 適 合

性 調 査 の 申

請 に 対 す る

審 査  

医 薬 品 等 適 合

性 調 査 等 申 請

手 数 料  

別 表 第

三 の 七

の 項 に

定 め る

金 額  

  百 三

十 七

の 五  

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 第 七

項 䥹 同 条 第 十

五 項 に お い

て 準 用 す る

場 合 を 含

む 䣎 䥺 に 規 定

す る 医 薬 品

等 の 製 造 の

適 合 性 調 査 䣍

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 の 七

の 二 第 三 項

に 規 定 す る

医 薬 品 等 の

製 造 の 適 合

性 の 確 認 又

は 医 薬 品 医

療 機 器 等 法

第 八 十 条 第

一 項 に 規 定

す る 輸 出 用

医 薬 品 等 の

製 造 の 適 合

性 調 査 の 申

請 に 対 す る

審 査  

医 薬 品 等 適 合

性 調 査 等 申 請

手 数 料  

別 表 第

三 の 七

の 項 に

定 め る

金 額  

 

 百 三

十 七

の 六  

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 第 十

三 項 に 規 定

医 薬 品 等 製 造

販 売 承 認 事 項

一 部 変 更 承 認

申 請 手 数 料  

別 表 第

三 の 八

の 項 に

定 め る

  百 三

十 七

の 六  

医 薬 品 医 療

機 器 等 法 第

十 四 条 第 十

五 項 に 規 定

医 薬 品 等 製 造

販 売 承 認 事 項

一 部 変 更 承 認

申 請 手 数 料  

別 表 第

三 の 八

の 項 に

定 め る
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す る 医 薬 品

等 の 製 造 販  

金 額  す る 医 薬 品

等 の 製 造 販

金 額  

  売 の 承 認 事

項 の 一 部 変

更 の 承 認 の

申 請 に 対 す

る 審 査  

     売 の 承 認 事

項 の 一 部 変

更 の 承 認 の

申 請 に 対 す

る 審 査  

   

 百 三

十 七

の 七

䦅 三

百 五

十 二

の 九  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    百 三

十 七

の 七

䦅 三

百 五

十 二

の 九  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 三 百

五 十

二 の

十  

マ ン シ 䣼 ン

の 再 生 等 の

円 滑 化 に 関

す る 法 律 䥹 平

成 十 四 年 法

律 第 七 十 八

号 䥺 第 百 六 十

三 条 の 五 十

九 第 一 項 の

規 定 に 基 づ

く 容 積 率 又

は 各 部 分 の

高 さ に 関 す

る 特 例 の 許

可 の 申 請 に

対 す る 審 査  

要 除 却 等 認 定

マ ン シ 䣼 ン の

建 替 え 等 に 係

る マ ン シ 䣼 ン

の 容 積 率 又 は

各 部 分 の 高 さ

の 特 例 許 可 申

請 手 数 料  

十 六 万

円  

  三 百

五 十

二 の

十  

マ ン シ 䣼 ン

の 建 替 え 等

の 円 滑 化 に

関 す る 法 律

䥹 平 成 十 四

年 法 律 第 七

十 八 号 䥺 第 百

五 条 第 一 項

の 規 定 に 基

づ く 容 積 率

に 関 す る 特

例 の 許 可 の

申 請 に 対 す

る 審 査  

要 除 却 認 定 マ

ン シ 䣼 ン の 建

替 え に 係 る マ

ン シ 䣼 ン の 容

積 率 の 特 例 許

可 申 請 手 数 料  

十 六 万

円  

 

 三 百

五 十

三 䦅

三 百

六 十

四  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    三 百

五 十

三 䦅

三 百

六 十

四  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 備 考  䥹 略 䥺    備 考  䥹 略 䥺   

別 表 第 三 䥹 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 に 基 づ く 手 数

料 䥺  

別 表 第 三 䥹 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 に 基 づ く 手 数

料 䥺  
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 手 数 料 の

名 称  

手 数 料

る 事 務 の 細 目   

を 徴 収 す 手 数 料 手 数 料

の 細 目 の 金 額  

  手 数 料 の

名 称  

手 数 料

る 事 務 の 細 目   

を 徴 収 す 手 数 料 手 数 料

の 細 目 の 金 額  

 

 一 䦅 八

䥹 略 䥺  

䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺    一 䦅 八

䥹 略 䥺  

䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺   

 九  

品 等 の

基 準 確

認 証 の

交 付 に

係 る 区

分 適 合

性 調 査

申 請 手

数 料  

(医 薬 一
)

 医 薬 品 䥹 体

外 診 断 用 医

薬 品 を 除

く 䣎 䥺 に 係 る

も の  

    九  

品 等 の

基 準 確

認 証 の

交 付 に

係 る 区

分 適 合

性 調 査

申 請 手

数 料  

(医 薬 一
)

 医 薬 品 䥹 体

外 診 断 用 医

薬 品 を 除

く 䣎 䥺 に 係 る

も の  

   

 イ  医 薬 品 䣍

医 療 機 器 等

の 品 質 䣍 有

効 性 及 び 安

全 性 の 確 保

等 に 関 す る

法 律 第 十 四

条 第 七 項 に

規 定 す る 医

薬 品 又 は 医

薬 部 外 品 の

製 造 工 程 の

区 分 を 定 め

る 省 令 䥹 令

和 三 年 厚 生

労 働 省 令 第

十 七 号 䣎 以

下 䣓 区 分 省

令 䣔 と い

う 䣎 䥺 第 二 条

第 三 号 に 規

定 す る 区 分

毎 の 基 準 確

認 証 の 交 付

に 係 る 審 査  

医 薬 品

基 準 確

認 証

䥹 無 菌

関 係 区

分 䥺 調

査 申 請

手 数 料  

十 四 万

二 千 五

百 円 に 䣍

二 千 七

百 円 に

当 該 調

査 に 係

る 品 目

数 を 乗

じ て 得

た 額 及

び 一 万

円 に 当

該 調 査

に 係 る

製 造 販

売 業 者

の 数 を

乗 じ て

得 た 額

を 加 算

し た 額  

  イ  医 薬 品 䣍

医 療 機 器 等

の 品 質 䣍 有

効 性 及 び 安

全 性 の 確 保

等 に 関 す る

法 律 第 十 四

条 第 八 項 に

規 定 す る 医

薬 品 又 は 医

薬 部 外 品 の

製 造 工 程 の

区 分 を 定 め

る 省 令 䥹 令

和 三 年 厚 生

労 働 省 令 第

十 七 号 䣎 以

下 䣓 区 分 省

令 䣔 と い

う 䣎 䥺 第 二 条

第 三 号 に 規

定 す る 区 分

毎 の 基 準 確

認 証 の 交 付

に 係 る 審 査  

医 薬 品

基 準 確

認 証

䥹 無 菌

関 係 区

分 䥺 調

査 申 請

手 数 料  

十 四 万

二 千 五

百 円 に 䣍

二 千 七

百 円 に

当 該 調

査 に 係

る 品 目

数 を 乗

じ て 得

た 額 及

び 一 万

円 に 当

該 調 査

に 係 る

製 造 販

売 業 者

の 数 を

乗 じ て

得 た 額

を 加 算

し た 額  

 

    ロ 䦅 ニ 䥹 略 䥺 䥹 略 䥺 䥹 略 䥺       ロ 䦅 ニ 䥹 略 䥺 䥹 略 䥺 䥹 略 䥺   

  (
)

二  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺     (
)

二  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺   

 十 䦅 十 三

䥹 略 䥺  

䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺    十 䦅 十 三

䥹 略 䥺  

䥹 略 䥺   䥹 略 䥺 䥹 略 䥺   

別 表 第 二 十 九 䥹 第 二 条 関 係 䥺  別 表 第 二 十 九 䥹 第 二 条 関 係 䥺  
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 事 務 の 種 類  手 数 料 の 名 称  指 定 機 関    事 務 の 種 類  手 数 料 の 名 称  指 定 機 関   

 一 䦅 六  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    一 䦅 六  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 六 の 二  児 童 福

祉 法 第 十 八 条

の 二 十 八 第 一

項 の 規 定 に 基

づ く 地 域 限 定

保 育 士 試 験 の

実 施  

地 域 限 定 保 育

士 試 験 手 数 料  

児 童 福 祉

法 第 十 八

条 の 三 十

二 第 一 項

の 規 定 に

よ り 知 事

が 指 定 す

る 者  

      

 七  児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二 十

一 条 の 規 定 に

基 づ く 内 閣 府

令 の 規 定 に よ

る 保 育 士 試 験

の 全 部 の 免 除

の 申 請 に 対 す

る 審 査  

保 育 士 試 験 免

除 申 請 審 査 手

数 料  

一 般 社 団

法 人 全 国

保 育 士 養

成 協 議 会  

  七  児 童 福 祉 法

施 行 令 第 二 十

一 条 の 規 定 に

基 づ く 厚 生 労

働 省 令 の 規 定

に よ る 保 育 士

試 験 の 全 部 の

免 除 の 申 請 に

対 す る 審 査  
保 育 士 試 験 免

除 申 請 審 査 手

数 料  

一 般 社 団

法 人 全 国

保 育 士 養

成 協 議 会  

 

 七 の 二  児 童 福

祉 法 施 行 令 第

二 十 一 条 の 規

定 に 基 づ く 内

閣 府 令 の 規 定

に よ る 地 域 限

定 保 育 士 試 験

の 全 部 の 免 除

の 申 請 に 対 す

る 審 査  

地 域 限 定 保 育

士 試 験 免 除 申

請 審 査 手 数 料  

児 童 福 祉

法 第 十 八

条 の 三 十

二 第 一 項

の 規 定 に

よ り 知 事

が 指 定 す

る 者  

       

  八 䦅 十 五 䥹 略 䥺 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    八 䦅 十 五  䥹 略 䥺 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

  

附 則  

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎 た だ し 䣍 別 表 第 一 第 百 三 十 七 の 五 の 項 及

び 第 百 三 十 七 の 六 の 項 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 三 の 改 正 規 定 は 䣍 同 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す

る 䣎  

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外

26



 三 重 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 号  

三 重 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

䥹 三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 一 条  三 重 県 県 税 条 例 䥹 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 寄 附 金 税 額 控 除 䥺  䥹 寄 附 金 税 額 控 除 䥺  

第 二 十 五 条 の 二  知 事 は 䣍 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 䣍 前 年 中 に 次 に 掲 げ る 寄 附 金 を 支 出

し 䣍 当 該 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 䥹 当 該 合 計 額

が 前 年 の 総 所 得 金 額 䣍 退 職 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当

す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 䣍 当 該 百 分 の 三

十 に 相 当 す る 金 額 䥺 が 二 千 円 を 超 え る 場 合

に は 䣍 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 に 相 当 す

る 金 額 䥹 当 該 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 特 例 控

除 対 象 寄 附 金 を 支 出 し 䣍 当 該 特 例 控 除 対 象

寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 二 千 円 を 超 え る 場

合 に は 䣍 当 該 百 分 の 四 に 相 当 す る 金 額 に 法

第 三 十 七 条 の 二 第 十 一 項 に 規 定 す る 特 例

控 除 額 を 加 算 し た 金 額 䣎 以 下 こ の 項 に お い

て 䣓 控 除 額 䣔 と い う 䣎 䥺 を 当 該 納 税 義 務 者

の 前 二 条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割

の 額 か ら 控 除 す る も の と す る 䣎 こ の 場 合 に

お い て 䣍 当 該 控 除 額 が 当 該 所 得 割 の 額 を 超

え る と き は 䣍 当 該 控 除 額 は 䣍 当 該 所 得 割 の

額 に 相 当 す る 金 額 と す る 䣎  

第 二 十 五 条 の 二  知 事 は 䣍 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 䣍 前 年 中 に 次 に 掲 げ る 寄 附 金 を 支 出

し 䣍 当 該 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 䥹 当 該 合 計 額

が 前 年 の 総 所 得 金 額 䣍 退 職 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当

す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 䣍 当 該 百 分 の 三

十 に 相 当 す る 金 額 䥺 が 二 千 円 を 超 え る 場 合

に は 䣍 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 に 相 当 す

る 金 額 䥹 当 該 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 特 例 控

除 対 象 寄 附 金 を 支 出 し 䣍 当 該 特 例 控 除 対 象

寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 二 千 円 を 超 え る 場

合 に は 䣍 当 該 百 分 の 四 に 相 当 す る 金 額 に 法

第 三 十 七 条 の 二 第 十 一 項 に 規 定 す る 特 例

控 除 額 を 加 算 し た 金 額 䣎 以 下 こ の 項 に お い

て 䣓 控 除 額 䣔 と い う 䣎 䥺 を 当 該 納 税 義 務 者

の 前 二 条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割

の 額 か ら 控 除 す る も の と す る 䣎 こ の 場 合 に

お い て 䣍 当 該 控 除 額 が 当 該 所 得 割 の 額 を 超

え る と き は 䣍 当 該 控 除 額 は 䣍 当 該 所 得 割 の

額 に 相 当 す る 金 額 と す る 䣎  

一 ・ 二  䥹 略 䥺  一 ・ 二  䥹 略 䥺  

三  所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 第 二 号 及

び 第 三 号 に 掲 げ る 寄 附 金 䥹 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ れ る も

の を 含 む 䣎 䥺 並 び に 租 税 特 別 措 置 法 䥹 昭

和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 䥺 第 四 十 一 条

三  所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 第 二 号 及

び 第 三 号 に 掲 げ る 寄 附 金 䥹 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ れ る も

の を 含 む 䣎 䥺 並 び に 租 税 特 別 措 置 法 䥹 昭

和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 䥺 第 四 十 一 条

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外

27



の 十 八 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営

利 活 動 に 関 す る 寄 附 金 䥹 次 号 に 掲 げ る 寄

附 金 を 除 く 䣎 䥺 の う ち 䣍 次 の い ず れ か に

該 当 す る も の  

の 十 八 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営

利 活 動 に 関 す る 寄 附 金 䥹 次 号 に 掲 げ る 寄

附 金 を 除 く 䣎 䥺 の う ち 䣍 次 の い ず れ か に

該 当 す る も の  

イ 䦅 ハ  䥹 略 䥺  イ 䦅 ハ  䥹 略 䥺  

ニ  公 益 信 託 に 関 す る 法 律 䥹 令 和 六 年 法

律 第 三 十 号 䥺 第 六 条 の 規 定 に よ り 知 事

の 認 可 を 受 け た 公 益 信 託 の 信 託 財 産

と す る た め に 支 出 し た も の  

ニ  公 益 信 託 ニ 関 ス ル 法 律 䥹 大 正 十 一 年

法 律 第 六 十 二 号 䥺 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 知 事 又 は 教 育 委 員 会 の 許 可 を

受 け た 同 法 第 一 条 に 規 定 す る 公 益 信

託 の 信 託 財 産 と す る た め に 支 出 し た

も の  

ホ  䥹 略 䥺  ホ  䥹 略 䥺  

四  䥹 略 䥺  四  䥹 略 䥺  

２  䥹 略 䥺   ２  䥹 略 䥺   

䥹 三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 二 条  三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 䥹 平 成 十 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 䥺 の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

附 則  附 則  

１  䥹 略 䥺  １  䥹 略 䥺  

䥹 信 託 法 の 制 定 に 伴 う 県 民 税 䣍 事 業 税 及 び

地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 䥺  

䥹 信 託 法 の 制 定 に 伴 う 県 民 税 䣍 事 業 税 及 び

地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 䥺  

２  改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 䥹 次 項 に お い て

䣓 新 条 例 䣔 と い う 䣎 䥺 第 十 九 条 䣍 第 三 十 三

条 䣍 第 三 十 八 条 䣍 第 三 十 八 条 の 二 䣍 第 四 十

一 条 䣍 第 四 十 三 条 䣍 第 四 十 三 条 の 三 䣍 第 四

十 六 条 䣍 第 五 十 五 条 の 三 及 び 第 五 十 五 条 の

三 の 二 の 規 定 は 䣍 信 託 法 の 施 行 の 日 以 後 に

効 力 が 生 ず る 信 託 䥹 遺 言 に よ 䣬 て さ れ た 信

託 に あ 䣬 て は 同 日 以 後 に 遺 言 が さ れ た も

の に 限 り 䣍 信 託 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の

整 備 等 に 関 す る 法 律 䥹 平 成 十 八 年 法 律 第 百

九 号 䥺 第 三 条 第 一 項 䣍 第 六 条 第 一 項 䣍 第 十

一 条 第 二 項 䣍 第 十 五 条 第 二 項 䣍 第 二 十 六 条

第 一 項 䣍 第 三 十 条 第 二 項 又 は 第 五 十 六 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 新 法 信 託 と さ れ た 信 託 䥹 以 下 こ の 項

２  改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 䥹 次 項 に お い て

䣓 新 条 例 䣔 と い う 䣎 䥺 第 十 九 条 䣍 第 三 十 三

条 䣍 第 三 十 八 条 䣍 第 三 十 八 条 の 二 䣍 第 四 十

一 条 䣍 第 四 十 三 条 䣍 第 四 十 三 条 の 三 䣍 第 四

十 六 条 䣍 第 五 十 五 条 の 三 及 び 第 五 十 五 条 の

三 の 二 の 規 定 は 䣍 信 託 法 の 施 行 の 日 以 後 に

効 力 が 生 ず る 信 託 䥹 遺 言 に よ 䣬 て さ れ た 信

託 に あ 䣬 て は 同 日 以 後 に 遺 言 が さ れ た も

の に 限 り 䣍 信 託 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の

整 備 等 に 関 す る 法 律 䥹 平 成 十 八 年 法 律 第 百

九 号 䥺 第 三 条 第 一 項 䣍 第 六 条 第 一 項 䣍 第 十

一 条 第 二 項 䣍 第 十 五 条 第 二 項 䣍 第 二 十 六 条

第 一 項 䣍 第 三 十 条 第 二 項 又 は 第 五 十 六 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 新 法 信 託 と さ れ た 信 託 䥹 以 下 こ の 項  
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及 び 次 項 に お い て 䣓 新 法 信 託 䣔 と い う 䣎 䥺

を 含 む 䣎 䥺 に つ い て 適 用 し 䣍 同 日 前 に 効 力

が 生 じ た 信 託 䥹 遺 言 に よ 䣬 て さ れ た 信 託 に

あ 䣬 て は 同 日 前 に 遺 言 が さ れ た も の を 含

み 䣍 新 法 信 託 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律

䥹 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 䥺 附 則 第 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除

く 䣎 䥺 に つ い て は 䣍 な お 従 前 の 例 に よ る 䣎

３  䥹 略 䥺  

及 び 次 項 に お い て 䣓 新 法 信 託 䣔 と い う 䣎 䥺

を 含 む 䣎 䥺 に つ い て 適 用 し 䣍 同 日 前 に 効 力

が 生 じ た 信 託 䥹 遺 言 に よ 䣬 て さ れ た 信 託 に

あ 䣬 て は 同 日 前 に 遺 言 が さ れ た も の を 含

み 䣍 新 法 信 託 を 除 く 䣎 䥺 に つ い て は 䣍 な お

従 前 の 例 に よ る 䣎  

 

 

３  䥹 略 䥺  

附 則     

１  こ の 条 例 中 第 一 条 及 び 次 項 の 規 定 は 令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 䣍 第 二 条 の 規 定 は 令 和 八 年

四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 第 二 十 五 条 の 二 第 一 項 第 三 号 ニ の 規 定

は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 以 後 に 効 力 が 生 ず る 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 䥹 令 和 六 年

法 律 第 八 号 䥺 附 則 第 一 条 第 九 号 イ に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 所 得 税 法 䥹 昭 和 四 十 年 法

律 第 三 十 三 号 䥺 第 七 十 八 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 䥹 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 䥹 令

｢和 六 年 法 律 第 三 十 号 䥺 附 則 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 䥹 以 下 こ の 項 に お い て 移

｣行 認 可 と い う 䣎 䥺 を 受 け た 信 託 を 含 む 䣎 䥺 に つ い て 適 用 し 䣍 同 日 前 に 効 力 が 生 じ た 公 益

信 託 に 関 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 公 益 信 託 ニ 関 ス ル 法 律 䥹 大 正 十 一 年 法 律 第 六 十 二 号 䥺

第 一 条 に 規 定 す る 公 益 信 託 䥹 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 䣎 䥺 に つ い て は 䣍 な お 従 前 の

例 に よ る 䣎  
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 三 重 県 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 一 号  

   三 重 県 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 䥹 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 五 十 三 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

一 䦅 四  䥹 略 䥺  

五  そ の 他  

イ  䥹 略 䥺  

別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

一 䦅 四  䥹 略 䥺  

五  そ の 他  

イ  䥹 略 䥺  

ロ  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業

の う ち 䣍 簡 易 な 営 業 䥹 そ の ま ま の 状 態

で 飲 食 に 供 す る こ と の で き る 食 品 を

食 器 に 盛 る 䣍 そ う ざ い の 半 製 品 を 加 熱

す る 等 の 簡 易 な 調 理 の み を す る 営 業

を い い 䣍 喫 茶 店 営 業 䥹 喫 茶 店 䣍 サ ロ ン

そ の 他 設 備 を 設 け て 酒 類 以 外 の 飲 物

又 は 茶 菓 を 客 に 飲 食 さ せ る 営 業 を い

う 䣎 䥺 を 含 む 䣎 た だ し 䣍 従 業 者 が 常 駐

せ ず 全 自 動 調 理 機 䥹 自 動 的 に 食 品 を 調

理 し 䣍 調 理 さ れ た 食 品 を 提 供 す る 機 能

を 有 す る 調 理 器 具 で あ 䣬 て 䣍 令 第 三 十

四 条 の 二 第 二 号 の 調 理 の 機 能 を 有 す

る 自 動 販 売 機 と 同 等 以 上 の 材 質 䣍 構

造 䣍 機 能 等 を 有 す る も の を い う 䣎 以 下

同 じ 䣎 䥺 に よ り 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売
(す る 営 業 を 除 く 䣎 別 表 第 二 第 一 号 イ 一

)

に お い て 同 じ 䣎 䥺 を す る 場 合 に あ 䣬 て

は 䣍 イ の 規 定 に よ る ほ か 䣍 次 に 掲 げ る

基 準 に よ り 営 業 を す る こ と が で き る 䣎 

( 一
)

(䦅 四
)

 䥹 略 䥺  

ロ  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業

の う ち 䣍 簡 易 な 営 業 䥹 そ の ま ま の 状 態

で 飲 食 に 供 す る こ と が で き る 食 品 を

食 器 に 盛 る 䣍 そ う ざ い の 半 製 品 を 加 熱

す る 等 の 簡 易 な 調 理 の み を す る 営 業

を い い 䣍 喫 茶 店 営 業 䥹 喫 茶 店 䣍 サ ロ ン

そ の 他 設 備 を 設 け て 酒 類 以 外 の 飲 物

又 は 茶 菓 を 客 に 飲 食 さ せ る 営 業 を い

(
)

う 䣎 䥺 を 含 む 䣎 別 表 第 二 第 一 号 一 に お

い て 同 じ 䣎 䥺 を す る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍

イ の 規 定 に よ る ほ か 䣍 次 に 掲 げ る 基 準

に よ り 営 業 を す る こ と が で き る 䣎  

 

 

 

 

 

 

 

 

( 一
)

(䦅 四
)

 䥹 略 䥺  

ハ  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業

の う ち 䣍 自 動 車 に お い て 調 理 を す る 場

合 䥹 従 業 者 が 常 駐 せ ず 全 自 動 調 理 機 に

ハ  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業

の う ち 䣍 自 動 車 に お い て 調 理 を す る 場

合 に あ 䣬 て は 䣍 第 三 号 ニ 䣍 リ 䣍 ヲ 及 び
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よ り 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売 す る 場 合

を 除 く 䣎 別 表 第 二 第 一 号 イ に お い て 同

じ 䣎 䥺 に あ 䣬 て は 䣍 第 三 号 ニ 䣍 リ 䣍 ヲ

及 び タ の 基 準 を 適 用 し な い 䣎  

タ の 基 準 を 適 用 し な い 䣎  

ニ  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業

の う ち 䣍 従 業 者 が 常 駐 せ ず 全 自 動 調 理

機 に よ り 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売 す る

場 合 に あ 䣬 て は 䣍 第 三 号 チ 䣍 リ 䣍 ヲ 䣍

ワ 䣍 タ 及 び レ 並 び に 前 号 ト の 基 準 を 適

用 し な い 䣎  

ホ 䦅 チ  䥹 略 䥺  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

 

ニ 䦅 ト  䥹 略 䥺  

別 表 第 二 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

一  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業  

別 表 第 二 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

一  令 第 三 十 五 条 第 一 号 の 飲 食 店 営 業  

イ  自 動 車 に お い て 調 理 を す る 場 合 に

あ 䣬 て は 䣍 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ

と 䣎  

(
)

一  簡 易 な 営 業 に あ 䣬 て は 䣍 一 日 の 営

業 に お い て 約 四 十 リ 䣹 ト ル の 水 を

供 給 し 䣍 か つ 䣍 廃 水 を 保 管 す る こ と

が で き る 貯 水 設 備 を 有 す る こ と 䣎  

(
)

二  比 較 的 大 量 の 水 を 要 し な い 営 業

に あ 䣬 て は 䣍 一 日 の 営 業 に お い て 約

八 十 リ 䣹 ト ル の 水 を 供 給 し 䣍 か つ 䣍

廃 水 を 保 管 す る こ と が で き る 貯 水

設 備 を 有 す る こ と 䣎  

(
)

三  比 較 的 大 量 の 水 を 要 す る 営 業 に

あ 䣬 て は 䣍 一 日 の 営 業 に お い て 約 二

百 リ 䣹 ト ル の 水 を 供 給 し 䣍 か つ 䣍 廃

水 を 保 管 す る こ と が で き る 貯 水 設

備 を 有 す る こ と 䣎  

自 動 車 に お い て 調 理 を す る 場 合 に あ

䣬 て は 䣍 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 䣎

 

(
)

一  簡 易 な 営 業 に あ 䣬 て は 䣍 一 日 の 営 業

に お い て 約 四 十 リ 䣹 ト ル の 水 を 供 給

し 䣍 か つ 䣍 廃 水 を 保 管 す る こ と が で き

る 貯 水 設 備 を 有 す る こ と 䣎  

(
)

二  比 較 的 大 量 の 水 を 要 し な い 営 業 に

あ 䣬 て は 䣍 一 日 の 営 業 に お い て 約 八 十

リ 䣹 ト ル の 水 を 供 給 し 䣍 か つ 䣍 廃 水 を

保 管 す る こ と が で き る 貯 水 設 備 を 有

す る こ と 䣎  

(
)

三  比 較 的 大 量 の 水 を 要 す る 営 業 に あ

䣬 て は 䣍 一 日 の 営 業 に お い て 約 二 百 リ

䣹 ト ル の 水 を 供 給 し 䣍 か つ 䣍 廃 水 を 保

管 す る こ と が で き る 貯 水 設 備 を 有 す

る こ と 䣎  

ロ  従 業 者 が 常 駐 せ ず 䣍 全 自 動 調 理 機 に

よ り 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売 す る 場 合

に あ 䣬 て は 䣍 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す

こ と 䣎  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

(
)

一  (
)

施 設 䥹 全 自 動 調 理 機 を 含 む 䣎 二 及

(
)

び 六 に お い て 同 じ 䣎 䥺 の 全 体 の 衛 生

状 況 を 確 認 す る た め の 監 視 設 備 を

有 す る こ と 䣎  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

(
)

二  施 設 に 異 常 が 生 じ た 場 合 に 䣍 当 該 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁
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施 設 の 営 業 者 が 全 自 動 調 理 機 を 停

止 す る こ と が で き る 機 能 を 有 す る

こ と 䣎  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

(
)

三  全 自 動 調 理 機 が 䣍 原 材 料 の 温 度 䣍

調 理 の 工 程 等 の 状 況 を 監 視 し 䣍 異 常

が 生 じ た 場 合 に 自 動 的 に 停 止 す る

機 能 を 有 す る こ と 䣎  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁  

(
)

四  全 自 動 調 理 機 が 䣍 外 部 か ら の 汚 染

等 を 防 止 す る 構 造 を 持 つ 䣍 調 理 後 の

食 品 に 係 る 保 管 設 備 を 有 す る こ と 䣎 

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

(
)

五  全 自 動 調 理 機 が 䣍 調 理 後 の 食 品 に

つ い て 䣍 一 定 の 時 間 を 経 過 し た 場 合

に は 䣍 当 該 食 品 を 提 供 し な い 機 能 を

有 す る こ と 䣎  
䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

(
)

六  施 設 に 異 常 が 生 じ た 場 合 に 当 該

施 設 の 営 業 者 と 連 絡 が で き る よ う 䣍

当 該 営 業 者 の 連 絡 先 の 掲 示 を 行 う

こ と 䣎  

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁

䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁 䦁  

二 䦅 三 十  䥹 略 䥺  二 䦅 三 十  䥹 略 䥺  

附 則     

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 二 号  

三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 䥹 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 四 十 九 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

第 三 十 九 条  䥹 略 䥺  第 三 十 九 条  䥹 略 䥺  

䥹 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 発 電 設 備 の 整

備 に 関 す る 法 律 の 特 例 䥺  

第 三 十 九 条 の 二  事 業 者 が 海 洋 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ 䤀 発 電 設 備 の 整 備 に 関 す る 法 律

䥹 平 成 三 十 年 法 律 第 八 十 九 号 䥺 第 十 六 条

第 二 項 第 十 号 の 選 定 事 業 者 で あ 䣬 て 䣍 当

該 事 業 者 が そ の 認 定 公 募 占 用 計 画 䥹 同 法

第 二 十 二 条 第 一 項 の 認 定 公 募 占 用 計 画 を

い う 䣎 䥺 に 係 る 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 発

電 事 業 䥹 同 法 第 二 条 第 四 項 の 海 洋 再 生 可

能 エ ネ ル ギ 䤀 発 電 事 業 を い う 䣎 䥺 を 行 う と

き は 䣍 第 三 章 第 一 節 の 規 定 は 䣍 適 用 し な

い 䣎  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 事 業 者 に

関 す る こ の 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 䣍 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 例 の 規 定

中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 䣍 そ れ ぞ れ

同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 䣎  

 

 

第 十 一 条  第 九 条 第 一 項

及 び 前 条 第 一

項 の 意 見 が 述

べ ら れ た と き

は こ れ を 勘 案

す る と と も

に 䣍 第 七 条 第

一 項 の 意 見 に

配 意 し て 第 五
海 洋 再 生 可 能

エ ネ ル ギ 䤀 発

電 設 備 の 整 備

に 関 す る 法 律

第 十 一 条 第 一

項 の 海 洋 環 境

等 調 査 方 法 書

に 記 載 さ れ た

同 法 第 十 条 第  
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 条 第 一 項 第 四

号 に 掲 げ る 事

項 に 検 討 を 加

え  

四 項 の 海 洋 環

境 等 調 査 の 項

目 及 び 手 法 並

び に 当 該 項 目

及 び 手 法 を 選

定 し た 理 由 並

び に 当 該 海 洋

環 境 等 調 査 の

結 果 を 考 慮 し

て  

  

 

第 十 四 条

第 一 項  

第 七 条 第 一

項 䣍 第 九 条 第

一 項 及 び 第 十

条 第 一 項 の 意

見  

海 洋 再 生 可 能

エ ネ ル ギ 䤀 発

電 設 備 の 整 備

に 関 す る 法 律

第 十 一 条 第 四

項 及 び 第 七 項

の 環 境 保 全 意

見  

  

 

 方 法 書 関 係 地

域  

海 洋 再 生 可 能

エ ネ ル ギ 䤀 発

電 設 備 の 整 備

に 関 す る 法 律

第 十 一 条 第 六

項 の 地 域  

  

 

第 二 十 一

条 第 一 項

第 一 号  

同 条  第 十 一 条    

 

第 二 十 三

条 及 び 第

二 十 五 条

第 一 項  

第 六 条 第 一 項  第 十 五 条 第 一

項  

  

 

第 二 十 三

条  

第 五 条 か ら  第 十 一 条 か ら    

 

第 二 十 四

条  

䣍 第 六 条 第 一

項  

䣍 第 十 五 条 第

一 項  

  

 

 関 係 市 町 長

䥹 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ

る 公 告 を 行 䣬

関 係 市 町 長    
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 て か ら 第 十 四

条 第 一 項 の 規

定 に よ る 送 付

を 行 う ま で の

間 に お い て

は 䣍 方 法 書 関

係 市 町 長 䣎 次

条 第 一 項 䣍 第

三 十 六 条 第 四

項 䣍 第 三 十 七

条 第 三 項 及 び

第 五 十 二 条 第

三 項 に お い て

同 じ 䣎 䥺  

   

 第 二 十 七

条  

䣓 変 更 䣔 と 䣍

䣓 関 係 市 町 長

䥹 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ

る 公 告 を 行 䣬

て か ら 第 十 四

条 第 一 項 の 規

定 に よ る 送 付

を 行 う ま で の

間 に お い て

は 䣍 方 法 書 関

係 市 町 長 䣎 次

条 第 一 項 䣍 第

三 十 六 条 第 四

項 䣍 第 三 十 七

条 第 三 項 及 び

第 五 十 二 条 第

三 項 に お い て

同 じ 䣎 䥺 䣔 と あ

る の は 䣓 関 係

市 町 長 䣔 と  

䣓 変 更 䣔 と    

 

  

䥹 知 事 が 意 見 を 述 べ る 場 合 の 手 続 䥺  

第 四 十 二 条  知 事 は 䣍 法 第 三 条 の 七 第 一 項 䣍

法 第 十 条 第 一 項 若 し く は 法 第 二 十 条 第 一

項 の 意 見 又 は 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 発

䥹 知 事 が 意 見 を 述 べ る 場 合 の 手 続 䥺  

第 四 十 二 条  知 事 は 䣍 法 第 三 条 の 七 第 一 項 䣍

法 第 十 条 第 一 項 又 は 法 第 二 十 条 第 一 項 の

意 見 を 述 べ よ う と す る と き は 䣍 評 価 委 員
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電 設 備 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 十 一 条 第 六

項 の 環 境 保 全 意 見 を 述 べ よ う と す る と き

は 䣍 評 価 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 䣎

２  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 環 境 影 響 評 価 委 員 会 䥺  

第 五 十 条  環 境 影 響 評 価 䣍 事 後 調 査 䣍 海 洋 再

生 可 能 エ ネ ル ギ 䤀 発 電 設 備 の 整 備 に 関 す

る 法 律 第 十 一 条 第 一 項 の 海 洋 環 境 等 調 査

そ の 他 の 手 続 に 係 る 技 術 的 な 事 項 を 調 査

審 議 す る た め 䣍 三 重 県 環 境 影 響 評 価 委 員

会 䥹 以 下 䣓 評 価 委 員 会 䣔 と い う 䣎 䥺 を 設 置

す る 䣎  

２ 䦅 ６  䥹 略 䥺  

会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 䣎  

 

 

２  䥹 略 䥺  

䥹 三 重 県 環 境 影 響 評 価 委 員 会 䥺  

第 五 十 条  環 境 影 響 評 価 䣍 事 後 調 査 そ の 他

の 手 続 に 係 る 技 術 的 な 事 項 を 調 査 審 議 す

る た め 䣍 三 重 県 環 境 影 響 評 価 委 員 会 䥹 以 下

䣓 評 価 委 員 会 䣔 と い う 䣎 䥺 を 設 置 す る 䣎  

 

 

 

２ 䦅 ６  䥹 略 䥺  

別 表 䥹 第 二 条 関 係 䥺  別 表 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

一  䥹 略 䥺  一  䥹 略 䥺  

二  

せ き

ダ ム 又 は 堰 の 新 築 又 は 改 築 の 事 業  二  ダ ム の 新 築 䣍 堰 の 新 築 又 は 改 築 の 事

業  

三 䦅 十 八  䥹 略 䥺  三 䦅 十 八  䥹 略 䥺  

附 則  

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎 た だ し 䣍 別 表 の 改 正 規 定 は 䣍 環 境 影 響 評

価 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 䥹 令 和 七 年 法 律 第 七 十 三 号 䥺 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 三 号  

三 重 県 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 卸 売 市 場 条 例 䥹 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 十 四 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

附 則  附 則  

１ 䦅 ３  䥹 略 䥺  １ 䦅 ３  䥹 略 䥺  

䥹 卸 売 市 場 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 手 数 料 に

関 す る 経 過 措 置 䥺  

 

４  令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 法

第 十 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け て い る 者 が 䣍

法 第 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第

一 項 の 変 更 䥹 食 品 等 の 流 通 の 合 理 化 及 び 取

引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 及 び 卸 売 市 場 法

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 䥹 令 和 七 年 法 律 第 六

十 九 号 䥺 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 卸 売

市 場 法 第 十 三 条 第 五 項 第 三 号 ハ に 掲 げ る

事 項 の 変 更 を 行 う も の に 限 る 䣎 䥺 の 認 定 を

受 け よ う と す る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 第 三 条 第

二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 手 数 料 は 徴 収 し

な い 䣎  

 

附 則  

こ の 条 例 は 䣍 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 地 方 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 四 号  

三 重 県 地 方 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 地 方 卸 売 市 場 条 例 䥹 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 七 十 三 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

第 六 十 条  䥹 略 䥺  第 六 十 条  䥹 略 䥺  

䥹 食 品 等 の 持 続 的 な 供 給 を 実 現 す る た め

の 食 品 等 事 業 者 に よ る 事 業 活 動 の 促 進 及

び 食 品 等 の 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 に

係 る 公 表 䥺  

 

第 六 十 条 の 二  指 定 管 理 者 は 䣍 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 䣍 法 第 十 三 条 第 五 項 第 三 号 ハ

に 掲 げ る 事 項 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 䣎

 

附 則  

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外
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 公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 五 号  

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 䥹 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 九 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後      改 正 前     

䥹 県 立 学 校 職 員 の 定 数 䥺  䥹 県 立 学 校 職 員 の 定 数 䥺  

第 三 条  県 立 学 校 の 職 員 の 定 数 は 䣍 次 に 掲 げ

る と お り と す る 䣎  

第 三 条  県 立 学 校 の 職 員 の 定 数 は 䣍 次 に 掲 げ

る と お り と す る 䣎  

一  中 学 校  一  中 学 校  

校 長 䣍 教 員 及 び 養 護 教 員  一 六 人  校 長 䣍 教 員 及 び 養 護 教 員  一 五 人  

事 務 職 員  一 人  事 務 職 員  一 人  

計  一 七 人  計  一 六 人  

二  高 等 学 校  二  高 等 学 校  

校 長 䣍 教 員 䣍 養 護 教 員 及 び 実 習 助 手  

二 䣍 七 九 三 人  

校 長 䣍 教 員 䣍 養 護 教 員 及 び 実 習 助 手  

二 䣍 八 〇 六 人  

事 務 職 員 及 び 技 術 職 員  二 四 四 人  事 務 職 員 及 び 技 術 職 員  二 四 九 人  

そ の 他 の 職 員  五 六 人  そ の 他 の 職 員  五 六 人  

計  三 䣍 〇 九 三 人  計  三 䣍 一 一 一 人  

三  特 別 支 援 学 校  三  特 別 支 援 学 校  

校 長 䣍 教 員 䣍 養 護 教 員 䣍 実 習 助 手 及 び

寄 宿 舎 指 導 員  一 䣍 二 四 〇 人  

校 長 䣍 教 員 䣍 養 護 教 員 䣍 実 習 助 手 及 び

寄 宿 舎 指 導 員  一 䣍 二 二 七 人  

栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員  一 四 人  栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員  一 四 人  

事 務 職 員  七 〇 人  事 務 職 員  七 一 人  

そ の 他 の 職 員  三 人  そ の 他 の 職 員  三 人  

計  一 䣍 三 二 七 人  計  一 䣍 三 一 五 人  

䥹 市 町 立 学 校 職 員 の 定 数 䥺  䥹 市 町 立 学 校 職 員 の 定 数 䥺  

第 四 条  市 町 立 学 校 職 員 の 定 数 は 䣍 次 に 掲 げ

る と お り と す る 䣎  

第 四 条  市 町 立 学 校 職 員 の 定 数 は 䣍 次 に 掲 げ

る と お り と す る 䣎  

一  小 学 校 䥹 義 務 教 育 学 校 の 前 期 課 程 を 含

む 䣎 䥺  

一  小 学 校 䥹 義 務 教 育 学 校 の 前 期 課 程 を 含

む 䣎 䥺  

校 長 及 び 教 員  五 䣍 七 九 四 人  校 長 及 び 教 員  五 䣍 八 八 二 人  

養 護 教 員  三 三 四 人  養 護 教 員  三 四 六 人  

 栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員 一 〇 二 人   栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員 一 〇 五 人  

事 務 職 員  三 五 六 人  事 務 職 員  三 六 五 人  
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計  六 䣍 五 八 六 人  計  六 䣍 六 九 八 人  
二  中 学 校 䥹 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 を   

含 む 䣎 䥺  

二  中 学 校 䥹 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 を

含 む 䣎 䥺  
校 長 及 び 教 員  三 䣍 三 七 三 人  校 長 及 び 教 員  三 䣍 三 四 五 人  

養 護 教 員  一 五 一 人  養 護 教 員  一 五 一 人  

栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員  三 二 人  栄 養 教 諭 及 び 学 校 栄 養 職 員  三 四 人  

事 務 職 員  一 八 三 人  事 務 職 員  一 七 七 人  

計  三 䣍 七 三 九 人  計  三 䣍 七 〇 七 人  

附 則  

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外
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 三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 六 号  

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 䥹 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後      改 正 前     

䥹 授 業 料 等 の 納 付 時 期 等 䥺  䥹 授 業 料 等 の 納 付 時 期 等 䥺  

第 八 条  䥹 略 䥺  第 八 条  䥹 略 䥺  

２  䥹 略 䥺  ２  䥹 略 䥺  

３  前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 䣍 次 に 掲 げ る

授 業 料 は 䣍 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 納 付

し な け れ ば な ら な い 䣎  

３  前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 䣍 次 に 掲 げ る

授 業 料 は 䣍 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 納 付

し な け れ ば な ら な い 䣎  

一  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す

る 法 律 䥹 平 成 二 十 二 年 法 律 第 十 八 号 䣎 以

下 䣓 就 学 支 援 金 支 給 法 䣔 と い う 䣎 䥺 第 五 条

の 規 定 に よ り 就 学 支 援 金 の 支 給 を 受 け 䣍

か つ 䣍 就 学 支 援 金 支 給 法 第 九 条 の 規 定 に

よ り 支 払 の 一 時 差 止 め を さ れ て い な い

者 の 授 業 料  就 学 支 援 金 支 給 法 第 七 条

の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 が 受 給 権 者 に

代 わ つ て 就 学 支 援 金 を 受 領 し た 日 か ら

前 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 授 業 料 を 納 付

す べ き 日 䥹 次 号 に お い て 䣓 納 付 日 䣔 と い

う 䣎 䥺 の 属 す る 会 計 年 度 に お け る 三 重 県

会 計 規 則 䥹 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十

九 号 䥺 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 納

閉 鎖 期 日  

一  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す

る 法 律 䥹 平 成 二 十 二 年 法 律 第 十 八 号 䣎 以

下 䣓 就 学 支 援 金 支 給 法 䣔 と い う 䣎 䥺 第 五 条

の 規 定 に よ り 就 学 支 援 金 の 支 給 を 受 け 䣍

か つ 䣍 就 学 支 援 金 支 給 法 第 九 条 の 規 定 に

よ り 支 払 の 一 時 差 止 め を さ れ て い な い

者 の 授 業 料  就 学 支 援 金 支 給 法 第 七 条

の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 が 受 給 権 者 に

代 わ つ て 就 学 支 援 金 を 受 領 し た 日 か ら

前 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 授 業 料 を 納 付

す べ き 日 䥹 次 号 に お い て 䣓 納 付 日 䣔 と い

う 䣎 䥺 の 属 す る 会 計 年 度 の 末 日  

二  䥹 略 䥺  二  䥹 略 䥺  

４  䥹 略 䥺  ４  䥹 略 䥺  

５  第 一 項 䣍 第 二 項 及 び 第 三 項 第 二 号 の 規 定

に か か わ ら ず 䣍 校 長 は 䣍 教 育 委 員 会 規 則 の

定 め る と こ ろ に よ り 䣍 授 業 料 の 納 付 を 猶 予

す る こ と が で き る 䣎  

 

６  䥹 略 䥺  ５  䥹 略 䥺  
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別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  別 表 第 一 䥹 第 二 条 関 係 䥺  

 名 称  位 置  設 置 課 程    名 称  位 置  設 置 課 程   

 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

 三 重 県 立 南 伊 勢 高

等 学 校  

度 会 郡 度

会 町  

全 日 制    三 重 県 立 南 伊 勢 高

等 学 校  

度 会 郡 南

伊 勢 町  

全 日 制   

      同    度 会 分 校  度 会 郡 度

会 町  

全 日 制   

 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

別 表 第 三 䥹 第 八 条 関 係 䥺  別 表 第 三 䥹 第 八 条 関 係 䥺  

  区 分  対 象 月  納 付 期 限     区 分  対 象 月  納 付 期 限   

 一  聴 講 生  三 月  二 月 十 二 日    一  専 攻 科 に 在 籍

す る 者 及 び 聴

講 生  

三 月  二 月 十 二 日   

   四 月  五 月 十 二 日     四 月  五 月 十 二 日   

   三 月 及 び

四 月 を 除

く 月  

当 該 月 の 十

二 日  

   三 月 及 び

四 月 を 除

く 月  

当 該 月 の 十

二 日  

 

 

二
・

三  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    

二
・

三  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

備 考  䥹 略 䥺  備 考  䥹 略 䥺  

別 表 第 四 䥹 第 八 条 関 係 䥺  別 表 第 四 䥹 第 八 条 関 係 䥺  

  区 分  対 象 月  納 付 期 限     区 分  対 象 月  納 付 期 限   

 

一  聴 講 生  三 月  入 学 し 䣍 又

は 転 学 し た

日  

  

一  専 攻 科 に 在 籍

す る 者 及 び 聴

講 生  

三 月  入 学 し 䣍 又

は 転 学 し た

日  

 

  四 月  五 月 十 二 日     四 月  五 月 十 二 日   

   三 月 及 び

四 月
く 月  

当 該 月 の 十

を 除 二 日 䥹 入 学

し 䣍 又 は 転

学 し た 日 が

十 三 日 以 後

の 場 合 は 䣍

当 該 入 学

し 䣍 又 は 転

学 し た 日 䥺  

   三 月 及 び

四 月
く 月  

当 該 月 の 十

を 除 二 日 䥹 入 学

し 䣍 又 は 転

学 し た 日 が

十 三 日 以 後

の 場 合 は 䣍

当 該 入 学

し 䣍 又 は 転

学 し た 日 䥺  

 

 二  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    二  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

備 考  䥹 略 䥺  備 考  䥹 略 䥺  

附 則  

１  こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 三 重 県 立 南 伊 勢 高 等 学 校 度 会 分 校 に 在 学 し て い る
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者 は 䣍 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 三 重 県 立 南 伊 勢 高 等 学 校 に 在 学 し て い る も の と す る 䣎  

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外

43



 三 重 県 病 院 事 業 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 七 号  

   三 重 県 病 院 事 業 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 県 病 院 事 業 条 例 䥹 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

別 表 第 二 䥹 第 十 二 条 関 係 䥺  別 表 第 二 䥹 第 十 二 条 関 係 䥺  

 区 分    単 位  金 額    区 分    単 位  金 額   

 一  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺    一  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺   

 二  文 書 料  一 通 に つ

き  

円   二  文 書 料  一 通 に つ

き  

円   

 イ  国 民 年 金

の 受 給 に 係

る 診 断 書 及

び こ れ に 類

す る も の  

 五 䣍 〇 一 〇   イ  国 民 年 金

の 受 給 に 係

る 診 断 書 及

び こ れ に 類

す る も の  

 四 䣍 五 〇 〇   

 ロ  生 命 保 険

等 の 請 求 に

係 る 診 断 書

及 び 証 明 書  

 五 䣍 三 九 〇   ロ  生 命 保 険

等 の 請 求 に

係 る 診 断 書

及 び 証 明 書  

 三 䣍 九 七 〇   

 ハ  死 亡 診 断

書  

 三 䣍 一 五 〇   ハ  死 亡 診 断

書  

 三 䣍 〇 三 〇   

 ニ  出 生 証 明

書 及 び 死 産

証 書  

 二 䣍 二 九 〇   ニ  出 生 証 明

書 及 び 死 産

証 書  

 二 䣍 二 〇 〇   

 ホ  領 収 証 明

書  

   ホ  領 収 証 明

書  

   

 (
)

イ  証 明 期

間 が 一 月

以 内 の も

の  

 九 四 〇   (
)

イ  証 明 期

間 が 一 月

以 内 の も

の  

 九 三 〇   

 (
)

ロ  証 明 期

間 が 一 月

を 超 え る

も の  

 九 四 〇 円 に 証

明 期 間 が 一 月

を 超 え る ご と

に 二 〇 〇 円 を

  (
)

ロ  証 明 期

間 が 一 月

を 超 え る

も の  

 九 三 〇 円 に 証

明 期 間 が 一 月

を 超 え る ご と

に 二 〇 〇 円 を
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加 算 し た 額  加 算 し た 額  

 ヘ  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺    へ  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺   

 ト  そ の 他 の

診 断 書 及 び

証 明 書  

    ト  そ の 他 の

診 断 書 及 び

証 明 書  

   

 (
)

イ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 す る

も の で そ

の 内 容 が

複 雑 な も

の  

 三 䣍 三 二 〇   (
)

イ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 す る

も の で そ

の 内 容 が

複 雑 な も

の  

 三 䣍 〇 三 〇   

 (
)

ロ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 す る

も の で そ

の 内 容 が

簡 易 な も

の  

 一 䣍 八 五 〇   (
)

ロ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 す る

も の で そ

の 内 容 が

簡 易 な も

の  

 一 䣍 七 七 〇   

 (
)

ハ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 し な

い も の  

 一 䣍 二 六 〇   (
)

ハ  医 師 に

よ る 証 明

を 要 し な

い も の  

 一 䣍 一 七 〇   

 (
)

ニ  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺    (
)

ニ  䥹 略 䥺   䥹 略 䥺   

 三  死 体 検 案 料     三  死 体 検 案 料     

 イ  死 体 検 案

料  

一 件 に つ

き  

一 六 䣍 五 〇 〇   イ  死 体 検 案

料  

一 件 に つ

き  

九 䣍 五 三 〇   

 ロ  死 体 検 案

書 料  

一 通 に つ

き  

五 䣍 五 〇 〇   ロ  死 体 検 案

書 料  

一 通 に つ

き  

三 䣍 〇 三 〇   

 四 䦅 十 五  䥹 略 䥺 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    四 䦅 十 五  䥹 略 䥺 䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

      

附 則     

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 八 号  

   三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 䥹 平 成 二 年 三 重 県 条 例 第 六 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

別 表 䥹 第 二 十 四 条 関 係 䥺  別 表 䥹 第 二 十 四 条 関 係 䥺  

 単 価 基 本 料 金  使 用 料 金  超 過 料 金    単 価 基 本 料 金  使 用 料 金  超 過 料 金   

 

施 設 名  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

  

施 設 名  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

一 立 方 メ

䤀 ト ル に

つ き  

 

 北 伊 勢 工 業

用 水 道  

一 六 円 八
〇 銭

六 円  四 五 円 六
〇 銭

  北 伊 勢 工 業

用 水 道  

一 四 円 五
〇 銭

四 円 三 七 円  

 松 阪 工 業 用

水 道  

一 八 円 五
〇 銭

二 円 一 〇
銭  

四 一 円 二
〇 銭

  松 阪 工 業 用

水 道  
一 四 円 九

〇 銭

一 円 一 〇
銭

三 二 円  

 中 伊 勢 工 業

用 水 道  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺    中 伊 勢 工 業

用 水 道  

䥹 略 䥺  䥹 略 䥺  䥹 略 䥺   

      

附 則     

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 䣍 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 十 九 号  

三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 䣍 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例  

三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 䣍 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 䥹 昭 和 三 十 一 年 三 重 県

条 例 第 四 十 四 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

第 二 条  議 員 報 酬 は 䣍 次 の と お り 毎 月 支 給 す 第 二 条  議 員 報 酬 は 䣍 次 の と お り 毎 月 支 給 す  

る 䣎  

議 長  月 額  百 六 万 三 千 円  

   副 議 長  月 額  九 十 三 万 八 千 円  

議 員     月 額  八 十 六 万 五 千 円  

る 䣎  

議 長  月 額  百 三 万 六 千 円  

   副 議 長  月 額  九 十 一 万 四 千 円  
議 員     月 額  八 十 四 万 三 千 円  

附 則  

䥹 施 行 期 日 䥺  

こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  
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 伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し 推 進 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

三 重 県 知 事 一 見 勝 之      

三 重 県 条 例 第 二 十 号  

   伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し 推 進 条 例  

目 次  

前 文  

第 一 章  総 則 䥹 第 一 条― 第 十 一 条 䥺  

第 二 章  伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 に 関 す る 計 画 䥹 第 十 二 条 䥺  

第 三 章  基 本 的 施 策 䥹 第 十 三 条― 第 二 十 二 条 䥺  

附 則  

三 重 県 に お け る お 茶 の 歴 史 は 古 く 䣍 平 安 時 代 に は 空 海 直 伝 の 製 茶 法 が 伝 わ り 䣍 ま た 䣍 鎌

み 䣯 う え

倉 時 代 に は 栄 西 が 宋 か ら 持 ち 帰 䣬 た 茶 樹 の 種 を 明 恵 が 植 え た と の い わ れ が あ る 䣎 そ の 後 䣍

温 暖 で 豊 か な 自 然 環 境 に 恵 ま れ た 三 重 県 は お 茶 の 産 地 と し て 知 ら れ 䣍 室 町 時 代 に は 朝 廷 に

献 上 さ れ 䣍 江 戸 時 代 に は 伊 勢 商 人 に よ り 江 戸 を は じ め 各 地 で 伊 勢 茶 が 販 売 さ れ た と 記 録 さ

れ て い る 䣎 さ ら に 䣍 幕 末 か ら 昭 和 に か け て 日 本 茶 の 輸 出 に 貢 献 し 䣍 䣓 製 茶 王 䣔 䣍 䣓 茶 聖 䣔 と 称

さ れ る 大 谷 嘉 兵 衛 を は じ め 䣍 三 重 県 か ら 我 が 国 の 茶 業 の 発 展 に 貢 献 す る 偉 人 を 輩 出 し て い

る 䣎  

ま た 䣍 伊 勢 茶 は お 伊 勢 参 り と も 関 わ り が 深 く 䣍 お 伊 勢 参 り を 行 う 旅 人 に 伊 勢 茶 で も て な

お ん し

す と と も に 䣍 御 師 が 各 地 で 伊 勢 茶 を 土 産 物 と し て 配 䣬 た と さ れ る 䣎  

こ の よ う に 䣍 豊 か な 自 然 䣍 歴 史 及 び 文 化 に 育 ま れ た 伊 勢 茶 は 䣍 現 代 に お い て も 䣍 県 内 の

様 々 な 地 域 に お い て 主 要 な 農 産 物 と し て 生 産 さ れ て い る 䣎 ま た 䣍 地 域 に 広 が る 茶 園 は そ の

地 域 の 風 土 と 合 わ さ り 䣍 豊 か な 文 化 的 景 観 を 形 成 し て い る 䣎  

し か し な が ら 䣍 近 年 の 食 生 活 を は じ め と す る 家 庭 で の 生 活 様 式 の 変 化 等 に よ り 䣍 急 須 を

用 い て お 茶 に 親 し む 機 会 が 減 少 し て い る 䣎 こ れ に 伴 い 䣍 国 内 に お け る 緑 茶 の 消 費 量 が 減 少

す る 中 で 䣍 伊 勢 茶 を 取 り 巻 く 環 境 は 厳 し い 状 況 に あ る 䣎  

一 方 で 䣍 和 食 文 化 の 海 外 へ の 広 ま り に 伴 い 䣍 抹 茶 を は じ め と す る 緑 茶 の 海 外 に お け る 需

要 が 増 進 し て い る ほ か 䣍 国 内 外 に お け る 新 た な 需 要 を 開 拓 す る た め 䣍 和 紅 茶 䣍 機 能 性 を 有

す る 緑 茶 等 の 開 発 又 は 生 産 が 進 む な ど 䣍 伊 勢 茶 の 消 費 拡 大 に 向 け た 気 運 の 高 ま り も み ら れ

る 䣎  

こ の よ う な 中 䣍 私 た ち は 䣍 将 来 に わ た 䣬 て 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 日 々 の 暮 ら し 及 び 茶 園 の あ

る 景 観 が 残 る よ う 䣍 和 食 文 化 及 び 伊 賀 焼 䣍 萬 古 焼 等 の 茶 器 と 併 せ て 親 し ま れ る 伊 勢 茶 の 歴

史 と 伝 統 が 継 承 さ れ 䣍 並 び に 新 し い 伊 勢 茶 の 親 し み 方 が 創 出 さ れ る よ う に し て い く 必 要 が

あ る 䣎 そ の た め に は 䣍 様 々 な 場 に お い て 伊 勢 茶 に 親 し む こ と が で き る 環 境 を 整 備 し 䣍 並 び

に 伊 勢 茶 の 価 値 の 向 上 及 び 消 費 の 拡 大 を 図 る と と も に 䣍 歴 史 と 伝 統 あ る 伊 勢 茶 の 知 識 の 継

承 等 と 併 せ て 䣍 県 民 一 人 一 人 が 伊 勢 茶 に 親 し み 䣍 愛 着 を 持 つ こ と に よ り 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む

暮 ら し の 推 進 を 図 䣬 て い か な け れ ば な ら な い 䣎  

こ こ に 䣍 私 た ち は 䣍 お 茶 の 振 興 に 関 す る 法 律 と 相 ま 䣬 て 䣍 伊 勢 茶 の 振 興 の た め 䣍 上 記 の

理 念 の 下 に 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る こ

と に よ り 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 を 図 る こ と を 決 意 し 䣍 こ の 条 例 を 制 定 す る 䣎  
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第 一 章  総 則  
䥹 目 的 䥺  

第 一 条  こ の 条 例 は 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 し 䣍 基 本 理

念 を 定 め 䣍 及 び 県 の 責 務 等 を 明 ら か に す る と と も に 䣍 計 画 の 策 定 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を

定 め る こ と に よ り 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 を 図 り 䣍 も 䣬 て 伊 勢 茶 の 振 興 に 寄 与 す

る こ と を 目 的 と す る 䣎  

䥹 定 義 䥺  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 䣓 伊 勢 茶 䣔 と は 䣍 伊 勢 茶 そ の 他 い か な る 名 称 で あ る か を 問 わ ず 䣍

県 内 で 生 産 さ れ た 茶 葉 を 用 い た お 茶 を い う 䣎  

䥹 基 本 理 念 䥺  

第 三 条  伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 は 䣍 伊 勢 茶 が 県 内 に お け る 主 要 な 農 産 物 で あ る こ と に 鑑 み 䣍

県 内 の 飲 食 店 䣍 旅 館 䣍 学 校 䣍 家 庭 䣍 地 域 そ の 他 の 様 々 な 場 に お い て 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 環

境 を 整 備 す る こ と を 旨 と し て 行 わ な け れ ば な ら な い 䣎  

２  伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 は 䣍 県 内 外 に お い て 䣍 伊 勢 茶 の 価 値 の 向 上 及 び 消 費 の 拡 大 が 図 ら

れ る こ と を 旨 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 䣎  

３  伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 は 䣍 伊 勢 茶 の 伝 統 と 文 化 に 関 す る 知 識 等 の 普 及 と 併 せ て 䣍

県 民 が 伊 勢 茶 に 愛 着 を 持 つ こ と に つ な が る こ と を 旨 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 䣎  

䥹 県 の 責 務 䥺  

第 四 条  県 は 䣍 前 条 の 基 本 理 念 䥹 以 下 単 に 䣓 基 本 理 念 䣔 と い う 䣎 䥺 に の 䣬 と り 䣍 伊 勢 茶 の 普

及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 策 定 し 䣍 及

び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 䣎  

䥹 茶 業 者 の 役 割 䥺  

第 五 条  伊 勢 茶 の 生 産 䣍 加 工 又 は 販 売 の 事 業 䥹 以 下 こ の 条 に お い て 䣓 茶 業 䣔 と い う 䣎 䥺 を 営

む 者 䥹 以 下 䣓 茶 業 者 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 茶 業 及 び こ れ に 関 連 す る 活 動 を 行 う に 当 た 䣬 て は 䣍

基 本 理 念 の 実 現 に 主 体 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 茶 業 団 体 の 役 割 䥺  

第 六 条  茶 業 者 が 組 織 す る 団 体 䥹 以 下 䣓 茶 業 団 体 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 そ の 行 う 茶 業 者 䣍 県 民 又

は 消 費 者 の た め の 活 動 が 䣍 基 本 理 念 の 実 現 に 重 要 な 役 割 を 果 た す も の で あ る こ と に 鑑 み 䣍

こ れ ら の 活 動 に 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 飲 食 店 営 業 者 等 の 役 割 䥺  

第 七 条  飲 食 店 営 業 䣍 旅 館 業 等 を 営 む 者 䥹 以 下 䣓 飲 食 店 営 業 者 等 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 そ の 事 業

に お い て 伊 勢 茶 又 は 伊 勢 茶 を 活 用 し た 飲 食 物 䥹 以 下 䣓 伊 勢 茶 等 䣔 と い う 䣎 䥺 を 販 売 し 䣍 又

は 提 供 す る こ と が 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 に 重 要 な 役 割 を 果 た す も の で あ る こ と に 鑑 み 䣍 こ れ ら

の 活 動 に 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 茶 業 者 等 へ の 支 援 䥺  

第 八 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 講 ず る

に 当 た 䣬 て は 䣍 茶 業 者 䣍 茶 業 団 体 及 び 飲 食 店 営 業 者 等 が す る 自 主 的 な 努 力 を 支 援 す る こ

と を 旨 と す る も の と す る 䣎  

䥹 県 民 の 協 力 等 䥺  

第 九 条  県 民 は 䣍 基 本 理 念 に の 䣬 と り 䣍 県 が 実 施 す る 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親
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し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る と と も に 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 資 す る

活 動 に 参 加 す る よ う 努 め る も の と す る 䣎  
䥹 市 町 と の 協 働 䥺  

第 十 条  県 は 䣍 市 町 が 実 施 す る 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す

る 施 策 又 は 事 業 に つ い て 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 䣎  

䥹 県 䣍 茶 業 者 等 と の 相 互 の 連 携 協 力 体 制 の 整 備 䥺  

第 十 一 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 効 果

的 に 実 施 す る た め 䣍 県 䣍 市 町 䣍 茶 業 者 䣍 茶 業 団 体 䣍 飲 食 店 営 業 者 等 そ の 他 の 関 係 者 相 互

間 の 連 携 協 力 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 䣎  

第 二 章  伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 に 関 す る 計 画  

第 十 二 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 総 合

的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 に 関 す る 計 画 䥹 以 下 こ の 条

に お い て 䣓 推 進 計 画 䣔 と い う 䣎 䥺 を 定 め る も の と す る 䣎  

２  推 進 計 画 に お い て は 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 䣎  

一  伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 の 基 本 的 な 方 向 に 関 す る 事 項  

二  伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 の た め の 施 策 に 関 す る 事 項  

三  伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 の た め の 施 策 に 関 す る 事 項  

四  そ の 他 伊 勢 茶 に 親 し む 暮 ら し の 推 進 に 関 し 必 要 な 事 項  

３  推 進 計 画 は 䣍 お 茶 の 振 興 に 関 す る 法 律 䥹 平 成 二 十 三 年 法 律 第 二 十 一 号 䥺 第 三 条 第 一 項

に 規 定 す る 振 興 計 画 と 一 体 の も の と し て 作 成 す る こ と が で き る 䣎  

４  県 は 䣍 推 進 計 画 を 定 め 䣍 又 は こ れ を 変 更 し た と き は 䣍 遅 滞 な く 䣍 こ れ を 公 表 し な け れ

ば な ら な い 䣎  

第 三 章  基 本 的 施 策  

䥹 飲 食 店 営 業 者 等 に よ る 伊 勢 茶 等 の 販 売 等 の 促 進 䥺  

第 十 三 条  県 は 䣍 飲 食 店 営 業 者 等 に よ る 伊 勢 茶 等 の 販 売 又 は 提 供 䥹 以 下 䣓 販 売 等 䣔 と い う 䣎 䥺

を 促 進 す る た め 䣍 必 要 な 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 又 は 伊 勢 茶 を 活 用 し た 飲 料 に よ る 乾 杯 の 取 組 の 促 進 䥺  

第 十 四 条  県 は 䣍 市 町 䣍 茶 業 者 䣍 茶 業 団 体 及 び 飲 食 店 営 業 者 等 と 相 互 に 緊 密 な 連 携 協 力 を

図 り な が ら 䣍 伊 勢 茶 又 は 伊 勢 茶 を 活 用 し た 飲 料 に よ る 乾 杯 の 取 組 を 促 進 す る よ う 努 め る

も の と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 等 の 普 及 宣 伝 等 䥺  

第 十 五 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 等 の 普 及 の 促 進 を 図 る た め 䣍 県 内 外 に お け る 伊 勢 茶 等 に 関 す る 情

報 の 提 供 及 び 普 及 宣 伝 の 取 組 を 自 ら 行 う と と も に 䣍 当 該 取 組 を 行 う 者 に 対 す る 支 援 を 行

う よ う 努 め る も の と す る 䣎  

２  県 は 䣍 前 項 の 取 組 を 自 ら 行 い 䣍 及 び 同 項 の 支 援 を 行 う に 当 た 䣬 て は 䣍 茶 器 そ の 他 県 内

の 特 産 物 と 組 み 合 わ せ た 伊 勢 茶 等 の 販 売 等 に つ い て 適 切 な 配 慮 を 行 う よ う 努 め る も の

と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 の 新 た な 需 要 の 開 拓 の 促 進 䥺  

第 十 六 条  県 は 䣍 新 た な 伊 勢 茶 等 の 開 発 䣍 生 産 䣍 加 工 又 は 販 売 等 そ の 他 の 伊 勢 茶 の 新 た な

需 要 の 開 拓 に 資 す る 取 組 を 促 進 す る た め 䣍 必 要 な 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 䣎  
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２  県 は 䣍 前 項 の 支 援 を 行 う に 当 た 䣬 て は 䣍 伊 勢 茶 の 新 た な 生 産 の 方 式 の 導 入 䣍 伊 勢 茶 の

生 産 者 に よ る 伊 勢 茶 等 の 販 売 等 そ の 他 の 伊 勢 茶 の 生 産 者 が 行 う 新 た な 需 要 の 開 拓 に 資

す る 取 組 に つ い て 適 切 な 配 慮 を し な け れ ば な ら な い 䣎  

䥹 伊 勢 茶 の 輸 出 の 促 進 䥺  

第 十 七 条  県 は 䣍 海 外 市 場 の 開 拓 等 が 伊 勢 茶 の 需 要 の 増 進 に 資 す る こ と に 鑑 み 䣍 輸 出 に 向

け た 体 制 の 整 備 そ の 他 伊 勢 茶 の 輸 出 を 促 進 す る た め の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と

す る 䣎  

䥹 学 校 䣍 家 庭 䣍 地 域 等 に お け る 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 䥺  

第 十 八 条  県 は 䣍 学 校 の 設 置 者 䥹 県 を 除 く 䣎 䥺 等 と 連 携 し 䣍 学 校 に お い て 児 童 䣍 生 徒 等 に 対

し て 䣍 伊 勢 茶 に 関 す る 体 験 活 動 及 び 学 習 の 機 会 の 提 供 そ の 他 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保

に 資 す る 活 動 が 行 わ れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 䣎  

２  県 は 䣍 家 庭 䣍 地 域 等 に お け る 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 資 す る 活 動 を 促 進 す る た め 䣍

必 要 な 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 学 に 基 づ く 食 育 の 推 進 䥺  

第 十 九 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 が 県 内 に お い て 豊 か な 伝 統 と 文 化 を 有 す る も の で あ る こ と に 鑑 み 䣍

伊 勢 茶 に 関 す る 郷 土 の 歴 史 䣍 文 化 等 に つ い て の 啓 発 及 び 知 識 の 普 及 そ の 他 の 伊 勢 茶 学

䥹 伊 勢 茶 の 伝 統 と 文 化 に 関 す る 知 見 を い う 䣎 䥺 に 基 づ く 食 育 の 推 進 を 図 る よ う 努 め る も

の と す る 䣎  

䥹 顕 彰 䥺  

第 二 十 条  県 は 䣍 伊 勢 茶 の 普 及 の 促 進 及 び 伊 勢 茶 に 親 し む 機 会 の 確 保 に 寄 与 し た 者 の 顕 彰

に 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 初 摘 み の 日 䥺  

第 二 十 一 条  県 民 の 伊 勢 茶 に 親 し む 気 運 を 高 め る た め 䣍 伊 勢 茶 初 摘 み の 日 を 設 け る 䣎  

２  伊 勢 茶 初 摘 み の 日 は 䣍 八 十 八 夜 と す る 䣎  

３  県 は 䣍 四 月 二 十 九 日 か ら 五 月 三 十 日 ま で の 期 間 に お い て 䣍 伊 勢 茶 初 摘 み の 日 の 趣 旨 に

ふ さ わ し い 事 業 を 実 施 す る よ う 努 め る も の と す る 䣎  

䥹 伊 勢 茶 に 親 し む 月 間 䥺  

第 二 十 二 条  伊 勢 茶 に つ い て 県 民 の 関 心 と 理 解 を 深 め る た め 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 月 間 を 設 け

る 䣎  

２  伊 勢 茶 に 親 し む 月 間 は 䣍 十 一 月 と す る 䣎  

３  県 は 䣍 伊 勢 茶 に 親 し む 月 間 に お い て 䣍 そ の 趣 旨 に ふ さ わ し い 事 業 を 実 施 す る よ う 努 め

る も の と す る 䣎  

附 則  

 こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

 

令和8年3月23日 三　重　県　公　報 号　　外

51



 三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 及 び 県

の 出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を こ こ に 公 布 し ま す 䣎  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

                        三 重 県 知 事 一 見 勝 之        

三 重 県 条 例 第 二 十 一 号  

   三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 及 び 県 の 出 資 法 人

へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 䥹 三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 一 条  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 䥹 平 成 十 四 年 三

重 県 条 例 第 四 十 二 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 条 例  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所

管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例  

 目 次  

 第 一 章  総 則 䥹 第 一 条 ・ 第 二 条 䥺  

 第 二 章  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 䥹 第 三 条

― 第 十 四 条 䥺  

 第 三 章  公 益 信 託 䥹 第 十 五 条 ― 第 四 十 条 䥺 

 第 四 章  雑 則 䥹 第 四 十 一 条 ― 第 四 十 三 条 䥺 

 附 則  

 第 一 章  総 則  

䥹 設 置 䥺  䥹 目 的 䥺  

第 一 条  公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の

認 定 等 に 関 す る 法 律 䥹 平 成 十 八 年 法 律 第 四

十 九 号 䥺 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 審

議 会 そ の 他 の 合 議 制 の 機 関 と し て 䣍 三 重 県

公 益 認 定 等 審 議 会 䥹 以 下 䣓 審 議 会 䣔 と い う 䣎 䥺

を 置 き 䣍 そ の 組 織 及 び 運 営 に 関 し て は 䣍 同

条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 䣍 こ の 条 例 の 定 め

る と こ ろ に よ る 䣎  

第 一 条  こ の 条 例 は 䣍 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益

財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 䥹 平 成 十 八

年 法 律 第 四 十 九 号 䣎 以 下 䣓 公 益 認 定 法 䣔 と

い う 䣎 䥺 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 䣍

三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 の 組 織 及 び 運 営

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 䣍 三 重

県 知 事 又 は 三 重 県 教 育 委 員 会 䥹 以 下 䣓 知 事

等 䣔 と い う 䣎 䥺 の 所 管 に 属 す る 公 益 信 託 に

係 る 許 可 等 の 手 続 等 を 定 め る こ と に よ り 䣍

公 益 認 定 法 人 及 び 公 益 信 託 に 係 る 制 度 に

つ い て 䣍 透 明 性 の 高 い 䣍 効 率 的 か つ 公 正 な

運 用 を 図 り 䣍 も 䣬 て 地 方 分 権 の 時 代 に ふ さ

わ し い 公 益 を 実 現 す る こ と を 目 的 と す る 䣎 

 䥹 定 義 䥺  
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 第 二 条  こ の 条 例 に お い て 䣓 三 重 県 公 益 認 定

等 審 議 会 䣔 と は 䣍 公 益 認 定 法 第 五 十 条 第 一

項 の 規 定 に 基 づ き 設 置 す る 審 議 会 そ の 他

の 合 議 制 の 機 関 を い う 䣎  

 ２  こ の 条 例 に お い て 䣓 公 益 認 定 法 人 䣔 と は 䣍

公 益 認 定 法 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 公 益

社 団 法 人 及 び 同 条 第 二 号 に 規 定 す る 公 益

財 団 法 人 の う ち 䣍 同 法 第 四 条 の 規 定 に よ り

知 事 の 認 定 を 受 け た も の を い う 䣎  

 ３  こ の 条 例 に お い て 䣓 公 益 信 託 䣔 と は 䣍 公

益 信 託 ニ 関 ス ル 法 律 䥹 大 正 十 一 年 法 律 第 六

十 二 号 䣎 以 下 䣓 公 益 信 託 法 䣔 と い う 䣎 䥺 第

一 条 に 規 定 す る 公 益 信 託 で あ 䣬 て 䣍 知 事 等

の 所 管 に 属 す る も の を い う 䣎  

 ４  こ の 条 例 に お い て 䣓 規 則 䣔 と は 䣍 三 重 県

知 事 が 地 方 自 治 法 䥹 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六

十 七 号 䥺 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 制 定

す る 規 則 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 が 地 方 教

育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 䥹 昭 和

三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 䥺 第 十 五 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 制 定 す る 教 育 委 員 会 規 則

を い う 䣎  

 第 二 章  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会  

䥹 組 織 䥺  䥹 組 織 䥺  

第 二 条  審 議 会 は 䣍 委 員 三 人 以 上 七 人 以 内 を

も 䣬 て 組 織 す る 䣎  

第 三 条  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 䥹 以 下 䣓 審

議 会 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 委 員 三 人 以 上 七 人 以

内 を も 䣬 て 組 織 す る 䣎  

２  䥹 略 䥺  ２  䥹 略 䥺  

䥹 委 員 の 任 命 䥺  䥹 委 員 の 任 命 䥺  

第 三 条  委 員 は 䣍 人 格 が 高 潔 で あ 䣬 て 䣍 審 議

会 の 権 限 に 属 す る 事 項 に 関 し 公 正 な 判 断

を す る こ と が で き 䣍 か つ 䣍 法 律 䣍 会 計 又 は

公 益 法 人 若 し く は 公 益 信 託 䥹 公 益 信 託 に 関

す る 法 律 䥹 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 䥺 第 二 条

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 を い

う 䣎 䥺 に 係 る 活 動 に 関 し て 優 れ た 識 見 を 有

す る 者 の う ち か ら 䣍 知 事 が 任 命 す る 䣎  

第 四 条  委 員 は 䣍 人 格 が 高 潔 で あ 䣬 て 䣍 審 議

会 の 権 限 に 属 す る 事 項 に 関 し 公 正 な 判 断

を す る こ と が で き 䣍 か つ 䣍 法 律 䣍 会 計 又 は

公 益 法 人 に 係 る 活 動 に 関 し て 優 れ た 識 見

を 有 す る 者 の う ち か ら 䣍 知 事 が 任 命 す る 䣎 

第 四 条 䦅 第 十 三 条  䥹 略 䥺  第 五 条 䦅 第 十 四 条  䥹 略 䥺  

第 三 章  公 益 信 託  
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 䥹 公 益 信 託 の 引 受 け の 許 可 䥺  

第 十 五 条  公 益 信 託 法 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 公 益 信 託 の 引 受 け の 許 可 を 受 け よ

う と す る 者 は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 財 産 の 移 転 の 報 告 䥺  

第 十 六 条  公 益 信 託 の 引 受 け を 許 可 さ れ た

受 託 者 䥹 以 下 䣓 受 託 者 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 遅

滞 な く 信 託 財 産 に 属 す る 財 産 の 移 転 を 受

け 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 そ の 移 転

を 完 了 し た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 䣍 こ れ を 証

す る 書 類 を 添 え て 䣍 知 事 等 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 䣎  

 䥹 事 業 計 画 書 等 の 提 出 䥺  
第 十 七 条  受 託 者 は 䣍 毎 信 託 事 務 年 度 䥹 信 託

事 務 年 度 の 定 め の な い 信 託 に あ 䣬 て は 䣍 毎

年 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で と

す る 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 の 開 始 前 十 日 ま で に 䣍

当 該 信 託 事 務 年 度 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支

予 算 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 䣎  

２  受 託 者 は 䣍 前 項 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予

算 書 を 変 更 し た 場 合 に は 䣍 遅 滞 な く こ れ を

知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

３  知 事 等 は 䣍 前 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ

た 書 類 を 審 査 し 䣍 必 要 が あ る と 認 め る 場 合

に は 䣍 受 託 者 に 対 し て 䣍 助 言 等 を 行 う も の

と す る 䣎  

 䥹 事 業 状 況 報 告 書 等 の 提 出 䥺  

第 十 八 条  受 託 者 は 䣍 毎 信 託 事 務 年 度 終 了 後

三 月 以 内 に 䣍 当 該 信 託 事 務 年 度 に お け る 次

に 掲 げ る 書 類 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 䣎  

一  事 業 状 況 報 告 書  

二  収 支 決 算 書  

三  年 度 末 の 財 産 目 録  

２  知 事 等 は 䣍 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た

書 類 を 審 査 し 䣍 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に

は 䣍 受 託 者 に 対 し て 䣍 助 言 等 を 行 う も の と
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す る 䣎  

 䥹 信 託 の 変 更 に 係 る 報 告 䥺  

第 十 九 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 五 条 第 一

項 の 特 別 の 事 情 が 生 じ た と 認 め る 場 合 に

は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 そ の 旨 を

知 事 等 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 の 変 更 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 二 十 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 六 条 の 規

定 に よ り 信 託 の 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と

す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 の 併 合 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 二 十 一 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 六 条 の

規 定 に よ り 信 託 の 併 合 䥹 信 託 法 䥹 平 成 十 八

年 法 律 第 百 八 号 䥺 第 二 条 第 十 項 に 規 定 す る

信 託 の 併 合 を い う 䣎 䥺 の 許 可 を 受 け よ う と

す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 吸 収 信 託 分 割 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 二 十 二 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 六 条 の

規 定 に よ り 吸 収 信 託 分 割 䥹 信 託 法 第 二 条 第

十 一 項 に 規 定 す る 吸 収 信 託 分 割 を い う 䣎 䥺

の 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け

れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 新 規 信 託 分 割 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 二 十 三 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 六 条 の

規 定 に よ り 新 規 信 託 分 割 䥹 信 託 法 第 二 条 第

十 一 項 に 規 定 す る 新 規 信 託 分 割 を い う 䣎 䥺

の 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け

れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 受 託 者 の 辞 任 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 二 十 四 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 法 第 七 条 の

規 定 に よ り 辞 任 の 許 可 を 受 け よ う と す る

場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 知

事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 検 査 役 の 選 任 の 請 求 䥺  

第 二 十 五 条  委 託 者 又 は 信 託 管 理 人 䥹 信 託 法
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第 百 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 信 託 管

理 人 と な る べ き 者 と し て 指 定 さ れ た 者 を

い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 は 䣍 同 法 第 四 十 六 条 第

一 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り

検 査 役 の 選 任 を 請 求 し よ う と す る 場 合 に

は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を

知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 受 託 者 の 解 任 の 請 求 䥺  

第 二 十 六 条  委 託 者 又 は 信 託 管 理 人 は 䣍 信 託

法 第 五 十 八 条 第 四 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八

条 の 規 定 に よ り 受 託 者 の 解 任 を 請 求 し よ

う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 䣎  

 䥹 新 た な 受 託 者 の 選 任 の 請 求 䥺  

第 二 十 七 条  利 害 関 係 人 は 䣍 信 託 法 第 六 十 二

条 第 四 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に

よ り 新 た な 受 託 者 の 選 任 を 請 求 し よ う と

す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 䣎  

 䥹 信 託 財 産 管 理 命 令 の 請 求 䥺  

第 二 十 八 条  利 害 関 係 人 は 䣍 信 託 法 第 六 十 三

条 第 一 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に

よ り 信 託 財 産 管 理 者 䥹 信 託 法 第 六 十 四 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 選 任 さ れ る 信 託 財 産 管

理 者 を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 に よ る 管 理 を 命

じ る 処 分 を 請 求 し よ う と す る 場 合 に は 䣍 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 保 存 行 為 等 の 範 囲 を 超 え る 行 為 の 許 可

の 申 請 䥺  

第 二 十 九 条  信 託 財 産 管 理 者 は 䣍 信 託 法 第 六

十 六 条 第 四 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規

定 に よ り 信 託 法 第 六 十 六 条 第 四 項 各 号 に

掲 げ る 行 為 䥹 次 項 に お い て 䣓 保 存 行 為 等 䣔

と い う 䣎 䥺 の 範 囲 を 超 え る 行 為 の 許 可 を 受

け よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な
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い 䣎  

２  前 項 の 規 定 は 䣍 信 託 法 第 七 十 四 条 第 六 項

に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 十 六 条 第 四 項

及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り 保 存

行 為 等 の 範 囲 を 超 え る 行 為 の 許 可 を 受 け

よ う と す る 信 託 財 産 法 人 管 理 人 䥹 信 託 法 第

七 十 四 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第

六 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 選 任 さ れ る

信 託 財 産 法 人 管 理 人 を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺

に つ い て 準 用 す る 䣎  

 䥹 信 託 財 産 管 理 者 等 の 辞 任 の 許 可 の 申 請 䥺 

第 三 十 条  信 託 財 産 管 理 者 は 䣍 信 託 法 第 七 十

条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 五

十 七 条 第 二 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規

定 に よ り 辞 任 の 許 可 を 受 け よ う と す る 場

合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 知 事

等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

２  前 項 の 規 定 は 䣍 信 託 法 第 七 十 四 条 第 六 項

に お い て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 五 十 七 条 第 二

項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り 辞

任 の 許 可 を 受 け よ う と す る 信 託 財 産 法 人

管 理 人 に つ い て 準 用 す る 䣎  

 䥹 信 託 財 産 管 理 者 等 の 解 任 の 請 求 䥺  

第 三 十 一 条  委 託 者 又 は 信 託 管 理 人 は 䣍 信 託

法 第 七 十 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 五 十

八 条 第 四 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定

に よ り 信 託 財 産 管 理 者 の 解 任 を 請 求 し よ

う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 䣎  

２  前 項 の 規 定 は 䣍 信 託 法 第 七 十 四 条 第 六 項

に お い て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 に お い て

準 用 す る 同 法 第 五 十 八 条 第 四 項 及 び 公 益

信 託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り 信 託 財 産 法 人

管 理 人 の 解 任 を 請 求 し よ う と す る 委 託 者

又 は 信 託 管 理 人 に つ い て 準 用 す る 䣎  

 䥹 信 託 財 産 法 人 管 理 命 令 の 請 求 䥺  

第 三 十 二 条  利 害 関 係 人 は 䣍 信 託 法 第 七 十 四
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条 第 二 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に

よ り 信 託 財 産 法 人 管 理 人 に よ る 管 理 を 命

じ る 処 分 を 請 求 し よ う と す る 場 合 に は 䣍 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 管 理 人 の 選 任 の 請 求 䥺  

第 三 十 三 条  利 害 関 係 人 は 䣍 信 託 法 第 百 二 十

三 条 第 四 項 又 は 第 二 百 五 十 八 条 第 六 項 及

び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り 信 託 管

理 人 の 選 任 を 請 求 し よ う と す る 場 合 に は 䣍

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事

等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 管 理 人 の 辞 任 の 許 可 の 申 請 䥺  

第 三 十 四 条  信 託 管 理 人 は 䣍 信 託 法 第 百 二 十

八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 五 十

七 条 第 二 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定

に よ り 辞 任 の 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合

に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 知 事 等

に 申 請 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 管 理 人 の 解 任 の 請 求 䥺  

第 三 十 五 条  委 託 者 又 は 他 の 信 託 管 理 人 は 䣍

信 託 法 第 百 二 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 五 十 八 条 第 四 項 及 び 公 益 信 託

法 第 八 条 の 規 定 に よ り 信 託 管 理 人 の 解 任

を 請 求 し よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 新 た な 信 託 管 理 人 の 選 任 の 請 求 䥺  

第 三 十 六 条  利 害 関 係 人 は 䣍 信 託 法 第 百 二 十

九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 十

二 条 第 四 項 及 び 公 益 信 託 法 第 八 条 の 規 定

に よ り 新 た な 信 託 管 理 人 の 選 任 を 請 求 し

よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 䣎  

 䥹 信 託 の 終 了 の 請 求 䥺  

第 三 十 七 条  委 託 者 䣍 受 託 者 又 は 信 託 管 理 人

は 䣍 信 託 法 第 百 六 十 五 条 第 一 項 及 び 公 益 信

託 法 第 八 条 の 規 定 に よ り 信 託 の 終 了 を 請
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求 し よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 䣍 請 求 書 を 知 事 等 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 備 付 け 書 類 䥺  

第 三 十 八 条  受 託 者 は 䣍 信 託 事 務 を 行 う 事 務

所 に 䣍 次 に 掲 げ る 書 類 を 備 え 付 け て お か な

け れ ば な ら な い 䣎  

一  信 託 行 為 及 び こ れ に 附 随 す る 書 類  

二  委 託 者 又 は そ の 相 続 人 䣍 受 託 者 䣍 信 託

管 理 人 及 び 運 営 委 員 会 等 の 構 成 員 の 名

簿 及 び 略 歴 を 記 載 し た 書 類 䥹 こ れ ら の 者

が 法 人 で あ る 場 合 に あ 䣬 て は 䣍 当 該 法 人

の 定 款 䥺  

三  許 可 䣍 認 可 及 び 報 告 に 関 す る 書 類  
四  収 入 及 び 支 出 に 関 す る 帳 簿 及 び こ れ

ら の 証 拠 書 類  

五  資 産 及 び 負 債 の 状 況 を 示 す 書 類  

六  運 営 委 員 会 等 の 議 事 に 関 す る 書 類  

２  受 託 者 は 䣍 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は そ

の 写 し に つ い て 䣍 開 示 す る よ う 努 め る も の

と す る 䣎  

 䥹 残 余 財 産 処 分 の 認 可 の 申 請 等 䥺  

第 三 十 九 条  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 終 了 に 伴 う

残 余 財 産 の 処 分 に つ い て 知 事 等 の 認 可 を

受 け よ う と す る 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 䣍 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら

な い 䣎  

２  受 託 者 は 䣍 公 益 信 託 が 終 了 し た 場 合 に

は 䣍 速 や か に 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍

そ の 旨 を 知 事 等 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 䣎 た だ し 䣍 前 項 の 規 定 に よ り 䣍 認 可 を 申

請 し た 場 合 は 䣍 こ の 限 り で な い 䣎  

３  清 算 受 託 者 䥹 信 託 法 第 百 七 十 七 条 に 規 定

す る 清 算 受 託 者 を い う 䣎 䥺 は 䣍 信 託 の 清 算

が 結 了 し た 場 合 に は 䣍 清 算 結 了 後 一 月 以 内

に 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 䣍 そ の 旨 を

知 事 等 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 業 務 の 監 督 䥺  

第 四 十 条  知 事 等 は 䣍 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要
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な 限 度 に お い て 䣍 受 託 者 に 対 し て 䣍 説 明 又

は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 䣎  

２  知 事 等 は 䣍 公 益 信 託 法 第 四 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 䣍 当 該 職 員 に 公 益 信 託 に 係 る 信 託

事 務 及 び 財 産 の 状 況 に つ い て 検 査 さ せ る

こ と が で き る 䣎  

３  前 項 の 規 定 に よ る 検 査 は 䣍 二 年 に 一 回 以

上 の 割 合 で こ れ を 行 う よ う 努 め る も の と

す る 䣎  

４  第 二 項 の 規 定 に よ り 検 査 を す る 職 員 は 䣍

そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 䣍 こ れ を 関

係 人 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 䣎  

５  第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 の 権 限 は 䣍 犯 罪

捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 し て は

な ら な い 䣎  

 第 四 章  雑 則  

 䥹 書 類 の 閲 覧 等 䥺  

 第 四 十 一 条  知 事 等 は 䣍 次 に 掲 げ る 書 類 又 は

そ の 写 し に つ い て 䣍 閲 覧 又 は 写 し の 交 付 の

請 求 が あ 䣬 た 場 合 に は 䣍 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 䣍 こ れ を 閲 覧 さ せ 䣍 又 は 写 し を 交

付 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 一  公 益 認 定 法 人 及 び 公 益 信 託 の 一 覧 表  

 二  公 益 認 定 法 第 二 十 一 条 第 五 項 に 規 定

す る 財 産 目 録 等  

 三  公 益 認 定 法 人 又 は 公 益 信 託 に 係 る 公

益 認 定 法 䣍 公 益 信 託 法 又 は こ の 条 例 に 基

づ く 指 導 䣍 許 可 䣍 認 可 䣍 監 督 及 び 検 査 に

係 る 書 類 又 は そ の 写 し 䥹 前 号 に 掲 げ る も

の を 除 く 䣎 䥺  

 ２  知 事 等 は 䣍 前 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ

る 書 類 の 記 載 事 項 に 䣍 三 重 県 情 報 公 開 条 例

䥹 平 成 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 十 二 号 䥺 第 七

条 各 号 に 掲 げ る 情 報 が 含 ま れ る 場 合 に は 䣍

当 該 情 報 を 除 い て 閲 覧 さ せ 䣍 又 は 写 し を 交

付 す る こ と が で き る 䣎  

 ３  第 一 項 の 規 定 に よ り 写 し の 交 付 を 受 け

る も の は 䣍 知 事 等 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 当 該 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し
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な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 年 次 報 告 䥺  

 第 四 十 二 条  知 事 等 は 䣍 公 益 認 定 法 人 の 業 務

及 び 財 産 の 状 況 䣍 公 益 信 託 に 係 る 信 託 事 務

及 び 財 産 の 状 況 並 び に 公 益 認 定 法 人 及 び

公 益 信 託 に 係 る 指 導 䣍 許 可 䣍 認 可 䣍 監 督 及

び 検 査 の 状 況 を 䣍 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 䣍 毎 年 一 回 䣍 年 次 報 告 と し て 取 り ま と め 䣍

こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 䣎  

 䥹 委 任 䥺  

 第 四 十 三 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 䣍

こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 䣍 規 則

で 定 め る 䣎  

 䥹 県 の 出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 䥺  

第 二 条  県 の 出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 䥹 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第

四 十 一 号 䥺 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 䣎  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 䣎  

改 正 後     改 正 前     

䥹 法 人 形 態 の 転 換 等 䥺  䥹 法 人 形 態 の 転 換 等 䥺  

第 十 条  䥹 略 䥺  第 十 条  䥹 略 䥺  

２  知 事 等 は 䣍 そ の 所 管 に 係 る 主 要 出 資 法 人

が そ の 基 本 財 産 そ の 他 の 資 産 の 運 用 益 を

財 源 と し て 実 施 す る こ と を 予 定 し て い た

事 業 の う ち 䣍 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 そ の 他 の

理 由 に よ り 当 該 運 用 益 に よ 䣬 て 財 源 を 確

保 す る こ と が 困 難 と な 䣬 て い る も の で あ

䣬 て 䣍 か つ 䣍 当 該 主 要 出 資 法 人 の 目 的 及 び

当 該 主 要 出 資 法 人 を 通 じ て 実 現 し よ う と

す る 県 の 行 政 目 的 の 達 成 の た め に 有 用 と

認 め ら れ る も の で あ る と き は 䣍 当 該 事 業 の

全 部 又 は 一 部 を 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 䥹 令

和 六 年 法 律 第 三 十 号 䥺 第 二 条 第 一 項 第 一 号

に 規 定 す る 公 益 信 託 に よ り 実 施 す る こ と

に つ い て 䣍 助 言 等 を 行 う も の と す る 䣎  

２  知 事 等 は 䣍 そ の 所 管 に 係 る 主 要 出 資 法 人

が そ の 基 本 財 産 そ の 他 の 資 産 の 運 用 益 を

財 源 と し て 実 施 す る こ と を 予 定 し て い た

事 業 の う ち 䣍 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 そ の 他 の

理 由 に よ り 当 該 運 用 益 に よ 䣬 て 財 源 を 確

保 す る こ と が 困 難 と な 䣬 て い る も の で あ

䣬 て 䣍 か つ 䣍 当 該 主 要 出 資 法 人 の 目 的 及 び

当 該 主 要 出 資 法 人 を 通 じ て 実 現 し よ う と

す る 県 の 行 政 目 的 の 達 成 の た め に 有 用 と

認 め ら れ る も の で あ る と き は 䣍 当 該 事 業 の

全 部 又 は 一 部 を 公 益 信 託 ニ 関 ス ル 法 律 䥹 大

正 十 一 年 法 律 第 六 十 二 号 䥺 第 一 条 に 規 定 す

る 公 益 信 託 に よ り 実 施 す る こ と に つ い て 䣍

助 言 等 を 行 う も の と す る 䣎  

附 則     

 䥹 施 行 期 日 䥺  

１  こ の 条 例 は 䣍 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 䣎  

 䥹 経 過 措 置 䥺  
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２  旧 公 益 信 託 䥹 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 䥹 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 䥺 附 則 第 四 条 第 一 項 後 段

に 規 定 す る 旧 公 益 信 託 を い う 䣎 䥺 で あ 䣬 て 䣍 三 重 県 知 事 又 は 三 重 県 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属

す る も の に つ い て は 䣍 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所

管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 䥹 次 項 に お い て 䣓 改 正 前 の 条 例 䣔 と い う 䣎 䥺 第 四 十 一 条 及 び

第 四 十 二 条 に 規 定 す る 事 項 を 除 き 䣍 な お 従 前 の 例 に よ る 䣎  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に あ 䣬 た 改 正 前 の 条 例 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 閲 覧 又 は 写

し の 交 付 の 請 求 に 係 る 閲 覧 又 は 写 し の 交 付 に つ い て は 䣍 な お 従 前 の 例 に よ る 䣎  
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